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鞠
智
城
は
、
白
村
江
の
戦
い
の
際
に
築
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
式
山
城
」
で
あ
る
が
、
九
世
紀
に
も
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
発
掘
調
査
で
は
、
草
創
期

の
七
世
紀
か
ら
終
末
期
の
十
世
紀
に
か
け
て
、
七
〇
基
を
超
え
る
倉
庫
跡
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
も
「
不
動
倉
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
、
現
在
、
そ
の
倉
庫
群
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
起
き
て
い
る
。

山
城
倉
庫
群
に
関
す
る
研
究
の
嚆
矢
は
鏡
山
猛
氏
で
、
草
創
期
に
は
軍
事
備
蓄
用
の
倉
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
、
律
令
制
の
浸
透
に
よ
っ
て
次
第
に
「
軍
事
備
蓄
機

能
」
か
ら
「
正
倉
機
能
」
へ
と
倉
の
役
割
が
変
化
し
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
向
井
一
雄
氏
や
赤
司
善
彦
氏
が
鏡
山
説
を
支
持
さ
れ
た
が
、
近
年
、
鈴
木
拓
也
氏
が

旧
来
の
「
籠
城
用
備
蓄
説
」
の
再
掲
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
両
説
を
、
発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
た
鞠
智
城
倉
庫
群
の
基
礎
的
な
考
察
か
ら
検
討
し
、

九
世
紀
に
お
け
る
山
城
倉
庫
群
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

鞠
智
城
倉
庫
群
は
、
史
料
に
よ
る
詳
細
な
記
述
は
な
く
、
発
掘
調
査
に
よ
る
成
果
に
よ
る
デ
ー
タ
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
三
次
元
的
な
記
録
が
な
い
。
そ

こ
で
、
正
税
帳
の
記
録
に
加
え
、
九
世
紀
の
倉
庫
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
『
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
』（
以
下
、『
交
替
記
』
と
い
う
。）
の
記
録
を
参
考
に
、
推

定
さ
れ
る
鞠
智
城
倉
庫
群
の
三
次
元
的
復
原
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
七
世
紀
第
３
四
半
期
か
ら
八
世
紀
第
１
四
半
期
に
か
け
て
は
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
様
相
は
、
全
国

の
倉
の
様
相
と
同
一
基
調
の
変
化
を
し
て
い
る
も
の
の
、
鞠
智
城
の
停
滞
期
を
挟
ん
で
、
八
世
紀
第
４
四
半
期
か
ら
十
世
紀
第
３
四
半
期
に
か
け
て
は
、
全
国
に
見
ら
れ

る
倉
の
様
相
と
は
異
な
る
変
化
を
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、
西
海
道
（
特
に
肥
後
国
）
特
有
の
事
情
に
よ
り
、
倉
が
造
ら
れ
、
稲
穀
が
備
蓄
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
不
動
倉
の
管
理
主
体
は
、「
不
動
倉
」
で
あ
る
こ
と
や
、
鞠
智
城
周
辺
が
郡
衙
の
複
合
的
施
設
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
司
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
財
源
は
、
国
司
の
管
轄
下
に
あ
る
倉
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
に
設
置
さ
れ
た
公
営
田
に
よ
る
穫
稲
が
蓄
積
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
公
営
田
は
、
四
年
間
の
試
行
期
間
を
経
た
の
ち
の
存
否
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
肥
後
国
で
は
九
世
紀
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
復
原
で
得
ら
れ
た
「
肥

後
国
特
有
の
事
情
に
よ
る
稲
穀
の
蓄
積
」
と
い
う
結
果
と
も
一
致
す
る
。

稲
穀
の
運
搬
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
る
と
、
奈
良
時
代
よ
り
、
都
に
稲
穀
を
輸
送
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
地
方
官
人
か
ら
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
倉
庫
群
の
基
礎
的
考
察

要
　
旨

藤
井　

貴
之
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ま
た
、
九
世
紀
に
内
官
の
位
禄
（
穀
）
の
現
地
支
給
が
制
度
化
す
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
運
賃
支
給
が
政
府
か
ら
行
わ
れ
る
な
ど
、
稲
穀
の
運
搬
に
対
す
る
便
宜
を
図
っ

て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
野
部
で
得
ら
れ
た
稲
穀
を
山
上
に
蓄
積
し
、
財
政
執
行
に
あ
た
っ
て
、
再
度
山
上
か
ら
平

野
部
に
運
搬
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
不
合
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蓄
積
を
行
っ
た
現
地
で
消
費
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
稲
穀
の
備
蓄
に
あ
っ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
蓄
積
さ
れ
る
稲
穀
量
も
、
復
原
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
基
に
す
る
と
、
向
井
氏
の
想
定
よ
り
も
鈴
木
氏
が
想
定
さ
れ
た
値
に
近
似
す
る
結
果
と
な
り
、
向
井
氏

が
述
べ
ら
れ
る
「
備
蓄
用
と
し
て
は
過
剰
」
と
の
見
解
は
あ
た
ら
な
い
と
み
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
設
置
目
的
は
「
籠
城
用
の
稲
穀
備
蓄
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
倉
庫
群
の
基
礎
的
考
察

藤
井　

貴
之

は
じ
め
に

鞠
智
城
は
、
坂
本
経
堯
氏
が
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
踏
査
研
究
を
始

め
た
こ
と
が
嚆
矢
と
な
り
、
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
か
ら
、
熊
本
県
教

育
委
員
会
が
主
体
と
な
っ
て
本
格
的
な
調
査
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た（
一
）。

そ
の
発
掘
調
査
の
な
か
で
、
鞠
智
城
に
は
多
数
の
倉
庫
群
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
鞠
智
城
は
、『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
（
六
九
八
）
五
月
甲
申
条
に
、

大
野
城
・
基
肄
城
と
と
も
に
修
繕
が
施
さ
れ
て
い
る
記
事
が
初
見
で
あ
る
が
、

白
村
江
の
戦
い
（
天
智
二
年
〔
六
六
三
〕）
の
際
に
築
か
れ
た
朝
鮮
式
山
城
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
鞠
智
城
は
そ
の
後
も
存
続
し
続
け
、
倉

庫
群
に
関
し
て
は
、
九
世
紀
に
な
っ
て
も
築
造
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
も
判
明

し
た
。
こ
れ
ら
倉
庫
群
は
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

【
史
料
１
】『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
六
月
己
酉
条

　
　

�

大
宰
府
言
。…（
略
）…
肥
後
国
菊
池
城
院
兵
庫
。
皷
自
鳴
。
同
城
不
動
倉

十
一
宇
火
。

右
の
史
料
に
よ
る
と
、
鞠
智
城
に
存
在
し
た
倉
は
、「
兵
庫
」「
不
動
倉
」
と

い
う
位
置
づ
け
で
存
続
し
て
い
た
。本
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ク
ラ（
倉
・
庫
）

に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
判
明
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
七
二
棟

に
も
及
ぶ
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
一
基
は
、
こ
の

際
に
焼
失
し
た
不
動
倉
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

不
動
倉
と
言
え
ば
、
一
般
的
に
は
各
郡
衙
に
設
置
さ
れ
る
不
動
倉
を
思
い
浮

か
べ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
鞠
智
城
は
郡
衙
で
は
な
く
、
郡
衙
行
政
を
担
っ
て

い
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
「
不
動
倉
」
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
鞠
智
城
に
残
る
倉
庫
群
（
以
下
「
鞠
智
城
倉
庫
群
」

と
い
う
。）
の
発
掘
調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
そ
の
復
原
を
試
み
、
そ
こ
か
ら
こ

れ
ら
倉
庫
群
に
納
め
ら
れ
る
稲
穀
の
財
源
や
蓄
積
の
目
的
な
ど
、
九
世
紀
に
お

け
る
鞠
智
城
の
倉
庫
群
の
基
礎
的
な
考
察
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
山
城
倉
庫
群
を
め
ぐ
る
議
論

山
城
倉
庫
群
の
歴
史
的
評
価
に
関
し
て
は
、
古
く
は
鏡
山
猛
氏
の
見
解
が
あ

る（
二
）。
鏡
山
氏
は
、
鞠
智
城
に
加
え
、
大
野
城
か
ら
検
出
さ
れ
た
倉
庫
群
も

検
討
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
倉
庫
群
を
建
設
し
た
目
的
と
し
て
、
非
常
の
際
の
難

民
収
容
の
食
糧
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
加
え
て
、【
史
料
１
】に
も
あ
る
と
お
り
、

鞠
智
城
倉
庫
群
を
指
し
て
「
不
動
倉
」
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
郡
が

整
備
さ
れ
、
律
令
政
治
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
郡
衙
と
共
通
す
る
部
分
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
税
を
収
納
す
る
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
と
述
べ

ら
れ
た
。
鏡
山
氏
の
見
解
は
、
鞠
智
城
設
置
当
初
と
律
令
政
治
が
浸
透
し
て
い

く
時
期
と
で
は
、
倉
庫
群
建
築
の
目
的
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
点
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
後
の
鞠
智
城
を
め
ぐ
る
争
点
の
起
点
と
も
な
る
見
解
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
備
蓄
食
糧
庫
と
し
て
の
倉
庫
群
が
、
奈
良
時
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代
以
降
も
そ
の
ま
ま
備
蓄
食
糧
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
た
の
か
、
そ
れ
と

も
、
時
代
に
合
わ
せ
て
郡
衙
に
建
つ
正
倉
の
代
用
倉
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た

の
か
、
と
い
う
議
論
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

向
井
一
雄
氏
は（
三
）、
鞠
智
城
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
山
城
で
発
見
さ
れ
た

倉
庫
群
は
、
有
事
籠
城
用
の
兵
糧
で
は
な
い
と
結
論
付
け
た
。
向
井
氏
は
、
大

野
城
に
残
る
倉
庫
群
の
研
究
か
ら
、
古
代
の
倉
庫
に
は
、
三
〇
〇
〇
～
五
〇
〇

〇
斛
の
稲
穀
が
蓄
積
で
き
、
こ
れ
ら
倉
庫
が
五
〇
〇
〇
斛
を
納
入
で
き
る
規
模

の
正
倉
で
あ
っ
た
場
合
、「
一
斛
＝
成
人
男
性
の
年
間
の
米
の
消
費
量
」
で
あ

る
た
め
、
一
棟
あ
た
り
五
〇
〇
〇
人
分
の
食
糧
に
な
る
。
大
野
城
で
検
出
さ
れ

た
四
六
棟
の
倉
庫
に
そ
れ
が
満
載
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
、
一
万
人
が
籠
城
し
た

と
す
る
な
ら
ば
、
約
二
〇
年
分
の
稲
穀
を
備
蓄
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

だ
け
の
人
数
を
籠
城
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
く
、
有
事
食
糧
量
と
し
て

は
過
大
で
あ
り
、
山
城
の
倉
庫
群
に
納
め
ら
れ
る
稲
穀
は
、
西
海
道
山
城
を
所

管
す
る
大
宰
府
の
「
独
自
財
源
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
山
城
が
稲

穀
の
蓄
積
場
所
と
し
て
活
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
群
盗
な
ど
か
ら
の
略
奪
行

為
か
ら
稲
穀
を
守
る
た
め
だ
と
さ
れ
た
。

ま
た
赤
司
善
彦
氏
は（
四
）、
九
世
紀
、
鞠
智
城
は
「
菊
池
城
院
」
と
し
て
存

在
し
、
郡
家
の
正
倉
院
の
ご
と
く
一
院
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
、
加
え
て
、
基

肄
城
の
稲
穀
が
筑
前
や
筑
後
な
ど
に
班
給
し
て
い
る
木
簡
が
大
宰
府
か
ら
発
見

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
代
山
城
の
稲
穀
は
、
災
害
や
疫
病
な
ど
、
本

来
の
不
動
穀
の
利
用
方
法
に
基
づ
い
て
活
用
さ
れ
、
財
源
を
安
定
的
に
す
る
目

的
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
山
上
に
不
動
倉
を
設
置
し
た
理
由
と
し

て
は
、
災
害
や
湿
損
、
略
奪
な
ど
か
ら
稲
穀
を
守
る
た
め
の
、
い
わ
ば
「
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
に
対
し
鈴
木
拓
也
氏
は（
五
）、
白
村
江
の
戦
の
際
に
築
か
れ
た
瀬
戸

内
の
朝
鮮
式
山
城
は
、
八
世
紀
に
な
る
と
相
次
い
で
廃
止
さ
れ
た
が
、
新
羅
の

軍
事
的
脅
威
が
増
し
た
こ
と
で
北
九
州
の
山
城
は
残
り
続
け
た
こ
と
、
ま
た
、

向
井
氏
の
述
べ
る
食
糧
量
に
つ
い
て
は
、
陸
奥
・
出
羽
の
軍
団
兵
士
の
日
粮
を

援
用
し
、
こ
れ
ら
軍
団
の
日
粮
は
一
人
当
た
り
八
合
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら

〇
・
八
升
×
三
六
〇
日
＝
二
八
八
升
（
二
斛
八
斗
八
升
）
と
な
る
。
大
野
城
の

倉
庫
群
が
、
す
べ
て
四
〇
〇
〇
斛
規
模
の
倉
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
三

万
人
強
の
人
数
が
籠
城
で
き
る
食
糧
量
と
な
る
。
仮
に
一
万
人
が
籠
城
し
た
場

合
、
こ
れ
ら
は
三
年
分
の
食
糧
と
な
る
た
め
、
決
し
て
多
い
量
で
は
な
い
と
し

て
、
山
城
に
お
け
る
倉
庫
の
建
造
の
目
的
は
、
籠
城
戦
に
耐
え
う
る
た
め
の
稲

穀
の
備
蓄
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。

ま
た
里
舘
翔
大
氏
は（
六
）、
実
際
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
鞠
智
城
が
防
衛
拠

点
と
し
て
は
機
能
し
な
か
っ
た
が
、
対
外
危
機
に
対
す
る
防
衛
に
お
い
て
、
補

助
的
な
役
割
を
果
た
し
、「
兵
庫
」
鳴
動
は
、
対
外
危
機
を
示
す
装
置
と
し
て

働
い
た
。
そ
し
て
、
食
糧
を
備
蓄
し
て
い
る
点
か
ら
は
、
賑
恤
の
み
な
ら
ず
兵

糧
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
、
九
世
紀
以
降
も
、

軍
事
的
な
拠
点
と
し
て
鞠
智
城
は
存
続
し
続
け
、
不
動
穀
も
兵
糧
と
し
て
の
利

用
方
法
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
山
城
の
倉
庫
群
の
建
造
目
的
と
、
そ
の
不
動
穀
の
利
用
方
法

を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
あ
り
、
近
年
で
は
「
郡
家
機
能
代
用
説
」
や
「
リ
ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
説
」
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る（
七
）。
一
方
で
鈴
木
氏
の
研
究
は
、

近
年
の
主
流
と
な
る
説
に
異
を
唱
え
、
詳
細
な
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
旧
説
で

あ
る
「
籠
城
用
備
蓄
説
」
の
再
掲
を
試
み
て
い
る
。

こ
れ
ら
両
説
を
検
討
す
る
た
め
、
次
章
以
降
で
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
可
能
な

限
り
の
復
原
を
、
数
的
処
理
の
方
法
を
用
い
て
行
い
、
九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智

城
倉
庫
群
の
基
礎
的
な
考
察
か
ら
、
山
城
の
倉
庫
群
の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。
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二
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
復
原

（
一
）
倉
庫
の
種
類

本
章
で
は
、
鞠
智
城
の
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
倉
庫
群
の
復
原
を
し

つ
つ
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
か
ら
検
討
を
始
め
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
鞠
智

城
跡
か
ら
検
出
さ
れ
た
倉
庫
群
跡
の
数
値
と
、
他
の
史
料
に
見
え
る
倉
庫
の
様

子
か
ら
、
可
能
な
限
り
倉
庫
を
復
原
し
て
み
た
い
。

鞠
智
城
で
は
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
七
二
基
に
も
及
ぶ
建
物
群
が
発
見
さ
れ
、

う
ち
三
三
基
は
総
柱
建
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
倉
庫
の

用
途
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
全
く
の
不
明
で
あ
る
。
鏡

山
猛
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
大
野
城
・
基
肄
城
で
見
つ
か
っ
た
「
三
間
×
五
間
」

の
倉
庫
群
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
穀
倉
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら

れ
た（
八
）。
ま
た
、
山
中
敏
史
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
総
柱
建
物
の
ほ
と
ん
ど

の
例
は
、
高
床
倉
庫
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
郡
衙
正
倉
域
内
に
お
け
る
建
物
遺
構

の
大
多
数
は
総
柱
建
物
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る（
九
）。
加
え
て
、
小

西
龍
三
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
法
量
の
明
確
な
総
柱
建
物
二
一
基
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
米
を
納
め
る
倉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（
一
〇
）。

山
中
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
多
く
の
郡
衙
遺
跡
内
で
発
見
さ
れ
る
総
柱
建

物
の
多
く
は
、
米
を
納
め
る
倉
と
推
定
で
き
る
も
の
の
、
他
方
、
岡
田
茂
弘
氏

や
小
西
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
鞠
智
城
の
総
柱
建
物
の
す
べ
て
が
米
の
倉

で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い（
一
一
）。
前
掲
し
た
【
史
料
１
】
の
記
事
に
は
、「
肥

後
国
菊
池
城
院
兵
庫
。
皷
自
鳴
。
同
城
不
動
倉
十
一
宇
火
。」
と
あ
り
、『
日
本

三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
三
月
十
六
日
丙
午
条
に
は
「
又
肥
後
国
菊

池
郡
城
院
兵
庫
戸
自
鳴
」
と
あ
る
な
ど
、
米
の
倉
以
外
に
も
、「
兵
庫
」
が
存

在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
実
際
、
鞠
智
城
の
総
柱
建
物
を
詳
ら
か
に
見
て

み
る
と
、
正
倉
の
建
築
と
し
て
は
規
格
が
他
よ
り
大
き
な
も
の
が
見
え
、
異
な

る
用
途
で
用
い
ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
五
十
嵐

基
善
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に（
一
二
）、
奈
良
時
代
以
降
、
鞠
智
城
が
軍
事
的
に
重

要
な
拠
点
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
量
の
武
具
を
備
え
て
い
た
と
は
考
え

難
い
。
補
助
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
重
要
な
拠
点
と
し

て
整
備
・
活
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

総
柱
建
物
の
倉
庫
の
大
部
分
は
、
米
を
収
納
す
る
倉
で
あ
る
と
想
定
し
て
問
題

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
倉
の
法
量

で
は
、
そ
の
総
柱
建
物
の
倉
庫
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
を
重
ね
て
み
た
い
。

【
表
１
】
は
、
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
倉
庫
群
の
う
ち
、
総
柱
建
物
の

み
を
取
り
上
げ
た
法
量
の
表
で
あ
る
。
鞠
智
城
の
報
告
書
で
は
、
い
く
つ
か
の

倉
の
法
量
は
推
定
値
と
し
て
記
載
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
行
論
の
関
係
上
、
そ

の
推
定
値
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
「
期
」
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
お
よ
び
矢
野

裕
介
氏
の
見
解（
一
三
）を
援
用
し
て
、

Ⅰ
期
…
草
創
期　

�

七
世
紀
第
３
四
半
期
～
第
４
四
半
期（
鞠
智
城
築
城
時
期
）

Ⅱ
期
…
繕
治
期　

�

七
世
紀
末
～
八
世
紀
第
１
四
半
期
（
大
野
・
基
肄
・
鞠
智

の
三
城
繕
治
時
期
）

Ⅲ
期
…
停
滞
期　

�

八
世
紀
第
２
四
半
期
～
第
３
四
半
期
（
鞠
智
城
の
活
動
停

滞
期
）

Ⅳ
期
…
再
開
期　

�

八
世
紀
第
４
四
半
期
～
九
世
紀
第
３
四
半
期
（
倉
庫
等
の

建
設
が
再
開
さ
れ
た
時
期
）

Ⅴ
期
…
終
末
期　

�

九
世
紀
第
４
四
半
期
～
十
世
紀
第
３
四
半
期
（
鞠
智
城
が

役
割
を
終
え
る
時
期
）

の
五
期
に
分
類
し
て
い
る
。
な
お
、
建
物
番
号
に
つ
い
て
も
、
報
告
書
記
載
の
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番
号
を
踏
襲
し
て
お
り
、
数
字
の
大
小
で
そ
の
時
期
の
相
対
的
年
代
観
を
表
す

も
の
で
は
な
い
。

こ
の
表
を
見
る
と
、
Ⅰ
期
・
Ⅱ
期
に
は
、
掘
立
柱
式
の
建
築
構
造
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
が
、
Ⅳ
期
・
Ⅴ
期
に
な
る
と
、
礎
石
式
の
建
築
構
造
に
変
化
し
て

い
る
点
に
気
づ
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
山
中
氏
は
、
郡
衙
正
倉
遺
構
の
研
究
か

ら
、
発
掘
調
査
事
例
を
検
討
す
る
と
、
正
倉
は
、
八
世
紀
前
半
代
に
は
掘
立
柱

建
物
を
主
体
と
し
て
お
り
、
八
世
紀
後
半
代
に
入
る
と
、
礎
石
建
物
に
代
わ
る

例
が
増
加
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（
一
四
）。
鞠
智
城
倉
庫
群
も
、
こ
の
例
に

漏
れ
る
こ
と
な
く
、
概
ね
山
中
氏
の
見
解
ど
お
り
の
変
化
を
し
て
い
る
と
評
価

で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
各
倉
庫
の
法
量
に
目
を
向
け
て
み
る
。
鞠
智
城
倉
庫
群
の
法
量
に
関

し
て
は
、
史
料
に
は
一
切
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
底

面
積
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
さ
が
不
明
で
あ
り
、
容
積
や
体
積

と
い
っ
た
、
三
次
元
的
な
情
報
を
知
り
得
な
い
と
い
う
点
に
、
問
題
の
難
し
さ

が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
鞠
智
城
同
様
に
、
複
数
の
年
代
に
ま
た
が
る
倉

の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
『
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
』（
以
下
、「『
交
替

記
』」
と
い
う
。）（
一
五
）の
記
載
を
参
考
に
、
推
定
さ
れ
る
倉
の
高
さ
や
容
積
を

推
定
・
分
析
し
て
み
た
い
。

（
三
）
倉
の
容
積

【
表
２
】
は
、『
交
替
記
』
に
記
さ
れ
た
各
倉
庫
の
法
量
と
、
そ
こ
か
ら
導
か

れ
る
容
積
の
表
で
あ
る
。『
交
替
記
』に
は
、
各
倉
庫
の
高
さ
が
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
鞠
智
城
倉
庫
群
と
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
い
。『
交
替
記
』

に
記
さ
れ
た
倉
の
高
さ
の
平
均
を
求
め
る
と
、
お
よ
そ
四
・
三
一

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
平
均
値
は
極
端
に
大
き

な
値
や
極
端
に
小
さ
な
値
（
外
れ
値
）
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

た
め
、
他
の
検
証
方
法
と
し
て
、
中
央
値
も
計
算
す
る
こ
と
と
す
る

（
一
六
）。『
交
替
記
』
記
載
の
各
倉
庫
の
高
さ
の
中
央
値
を
求
め
る
と
、

四
・
四
九
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
平
均
値
と
中
央
値
に
大
き
な
差
が
な

い
場
合
、
外
れ
値
が
な
い
、
も
し
く
は
外
れ
値
の
値
を
無
視
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
際
は
、
平
均
値
で
あ
る
「
四
・

三
一
メ
ー
ト
ル
」
を
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
値
と
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
底
面
積
と
高
さ
と
の
関
係
で
あ
る
。
底
面
積
に
比
例
し
て

高
さ
が
決
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
こ
ち
ら
の
場
合
も
検
証
を
し

て
み
た
い
。【
表
２
】
の
数
値
ｄ
は
、
倉
の
底
面
積
（
ａ
×
ｂ
＝
ｃ
）

に
対
し
て
高
さ
が
ど
の
程
度
の
比
率
で
も
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
か

【表１】鞠智城倉庫群総柱建物の法量	 �（単位：ｍ・平米）
建物番号 期 築法 桁行 梁間 床面積
1 Ⅰ 掘立 10.0 4.5 45.0
40 Ⅰ 掘立 15.0 6.0 90.0
69 Ⅰ 掘立 7.8 3.6 28.1
70 Ⅰ 掘立 5.85 3.9 22.8
5 Ⅱ 掘立 12.0 6.9 82.8
11 Ⅱ 掘立 礎石 12.6 11.0 138.6
22 Ⅱ 礎石 8.0 5.8 46.4
23 Ⅱ 礎石 12.6 5.8 73.1
38 Ⅱ 掘立 5.7 6.0 34.2
65 Ⅱ 礎石 6.8 4.5 30.6
66 Ⅱ 礎石 － － －
12 Ⅳ 掘立 礎石 13.2 11.5 151.8
13 Ⅳ 掘立 10.8 7.5 81.0
20 Ⅳ 礎石 9.6 7.2 69.1
21 Ⅳ 礎石 8.8 7.2 63.4
36 Ⅳ 礎石 9.2 7.5 69.0
46 Ⅳ 礎石 － 6.6 －
47 Ⅳ 礎石 7.5 6.9 51.8
48 Ⅳ 礎石 8.0 4.0 32.0
50 Ⅳ 礎石 8.3 3.9 32.2
52 Ⅳ 礎石 4.5 6.0 27.0
54 Ⅳ 礎石 3.0 4.4 13.2
59 Ⅳ 礎石 9.0 5.85 52.7
64 Ⅳ 礎石 8.0 8.0 64.0
67 Ⅳ 礎石 9.0 6.8 60.8
72 Ⅳ 礎石 8.4 6.3 52.9
25 Ⅴ 掘立 7.2 5.7 41.0
29 Ⅴ 掘立 礎石 6.9 12.9 89.0
42 Ⅴ 掘立 6.0 4.4 26.4
43 Ⅴ 掘立 7.5 7.5 56.3
45 Ⅴ 礎石 7.5 5.0 37.5
53 Ⅴ 礎石 3.3 4.6 15.2
56 Ⅴ 礎石 14.2 8.0 113.6
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を
示
し
た
数
値
で
、
高
さ
を
底
面
積
で
除
し
て
百
分
率
で
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
底
面
積
比
の
平
均
値
を
求
め
る
と
、
六
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
底
面
積
に
比
し
て
平
均
六
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト

の
高
さ
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
数
値
ｄ
は
、
一
五
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
最
大
値
と
し
て
、
三
・
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
最
小
値
と
す
る

デ
ー
タ
で
あ
り
、
外
れ
値
の
存
在
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
央
値

の
値
も
計
算
し
て
、
考
慮
に
入
れ
た
い
。
数
値
ｄ
の
値
の
中
央
値
を
計
算
す
る

と
、
七
・
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

【
表
３
】
は
、
鞠
智
城
の
倉
庫
の
高
さ
を
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
と
し
た
際
の

倉
庫
の
容
積
（
ｅ
）
と
、
高
さ
を
倉
庫
の
底
面
積
の
比
率
で
表
し
た
際
の
高
さ

（
ｆ
①
・ｇ
①
。
ｆ
①
は
比
率
を
六
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
ｇ
①
は
七
・
四
七
パ
ー

セ
ン
ト
と
し
た
と
き
）
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
容
積
で
あ
る
（
ｆ

②
・
ｇ
②
。
ｆ
②
・
ｇ
②
の
違
い
は
ｆ
①
・
ｇ
①
の
際
と
同
様
）。
さ
て
、
倉

【表３】鞠智城倉庫群の推定容積
� 単位　高さ：ｍ　容積：立米
建物
番号 期 高さ4.31ｍ 底面積比6.58% 底面積比7.46%

容積（e） 高さ（f①） 容積（f②） 高さ（g①） 容積（g②）
1 Ⅰ 193.87 2.96 133.25 3.36 151.07
40 Ⅰ 387.73 5.92 532.98 6.71 604.26
69 Ⅰ 120.97 1.85 51.88 2.09 58.82
70 Ⅰ   98.29 1.50 34.25 1.70 38.83
5 Ⅱ 356.71 5.45 451.11 6.18 511.45
11 Ⅱ 597.11 9.12 1264.02 10.34 1433.06
22 Ⅱ 199.90 3.05 141.66 3.46 160.61
23 Ⅱ 314.84 4.81 351.42 5.45 398.42
38 Ⅱ 147.34 2.25 76.96 2.55 87.26
65 Ⅱ 131.83 2.01 61.61 2.28 69.85
66 Ⅱ － － － － －
12 Ⅳ 653.97 9.99 1516.25 11.32 1719.03
13 Ⅳ 348.96 5.33 431.71 6.04 489.45
20 Ⅳ 297.78 4.55 314.36 5.16 356.41
21 Ⅳ 272.96 4.17 264.15 4.73 299.48
36 Ⅳ 297.26 4.54 313.27 5.15 355.17
46 Ⅳ － － － － －
47 Ⅳ 222.95 3.41 176.22 3.86 199.78
48 Ⅳ 137.86 2.11 67.38 2.39 76.39
50 Ⅳ 138.61 2.12 68.12 2.40 77.23
52 Ⅳ 116.32 1.78 47.97 2.01 54.38
54 Ⅳ   56.87 0.87 11.46 0.98 13.00
59 Ⅳ 226.82 3.46 182.40 3.93 206.79
64 Ⅳ 275.72 4.21 269.52 4.77 305.56
67 Ⅳ 261.72 4.00 242.84 4.53 275.32
72 Ⅳ 227.99 3.48 184.27 3.95 208.92
25 Ⅴ 176.81 2.70 110.83 3.06 125.65
29 Ⅴ 383.47 5.86 521.32 6.64 591.04
42 Ⅴ 113.73 1.74 45.86 1.97 51.99
43 Ⅴ 242.33 3.70 208.20 4.20 236.04
45 Ⅴ 161.55 2.47 92.53 2.80 104.91
53 Ⅴ   65.40 1.00 15.16 1.13 17.19
56 Ⅴ 489.40 7.47 849.15 8.47 962.71

【表２】『交替記』に見える正倉の法量
単位： ｍ ｍ ｍ 立米 平米 ％

倉 収納年（不動移行年） 長 (a) 広 (b) 高 容積 底面積 (c) 高さ比率 (d)
東 2 天平勝宝 3（751） 6.00 5.45 2.79 91.21 32.72 8.52
南 1 天平宝字 1（757） 8.57 7.96 3.69 251.79 68.23 5.41
東 1 神護景雲 1（767） 5.90 4.98 3.29 96.64 29.36 11.21
北 2 宝亀 2（771） 8.57 7.99 4.30 294.53 68.49 6.28
西 2 延暦 3（784） 9.18 7.97 4.90 358.47 73.14 6.70
北外 2 延暦 16（797） 5.03 4.21 3.29 69.77 21.18 15.55
東 3 弘仁 9（818） 12.43 8.84 5.06 556.67 109.95 4.60
東 4 天長 7（830） 12.25 8.45 4.61 476.71 103.51 4.45
西 5 承和 13（846） 12.14 7.93 5.55 534.35 96.26 5.77

北 2 前 2 仁寿 2（852） 7.44 7.42 4.87 268.94 55.18 8.83
南 2 斉衡 2（855） 9.74 8.44 6.08 499.87 82.19 7.40

東後外 3 貞観 5（863） 14.79 8.48 4.89 612.72 125.40 3.90
西 6 元慶 2（878） 8.97 8.05 4.76 343.99 72.25 6.59
西 3 元慶 7（883） 8.46 7.88 4.38 291.85 66.68 6.56

北外後 1 寛平 3（891） 9.52 5.65 3.05 163.86 53.72 5.68
北外 1 寛平 9（897） 5.40 5.28 3.42 97.31 28.49 11.99
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庫
の
高
さ
を
ど
の
よ
う
に
推
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
数
値
ｅ
・
数

値
ｆ
・
数
値
ｇ
を
見
て
み
る
と
、
数
値
ｆ
・
ｇ
で
は
、
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

高
さ
の
倉
が
複
数
み
ら
れ
る
が
、
一
方
で
は
、
一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
か
っ
た

り
、
人
の
背
丈
ほ
ど
の
高
さ
の
倉
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
実
際
に
そ
の
規
模
の
倉

が
造
ら
れ
た
の
か
、
疑
問
が
残
る
結
果
と
な
っ
た
。
他
方
、【
表
２
】
の
『
交

替
記
』
の
記
録
を
見
て
み
る
と
、
倉
の
底
面
積
に
か
か
わ
ら
ず
、
概
ね
三
メ
ー

ト
ル
か
ら
六
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
で
、
倉
の
高
さ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

底
面
積
と
高
さ
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
相
関
係
数
を
用
い
て
計
算
す
る
と（
一
七
）、

両
者
の
相
関
係
数
の
値
は
〇
・
七
四
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
数
値
か
ら
、
正
の

相
関
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
も
の
の
、
極
め
て
強
い
相
関
関
係
が
あ
る
と
ま
で

は
言
え
ず
、
こ
こ
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
数
値
を
考
察
に
用
い
る
こ
と
は
、
若
干

た
め
ら
い
を
覚
え
る
。
以
上
か
ら
、
数
値
ｅ
を
得
ら
れ
た
数
値
と
し
て
取
り
扱

い
た
い
。

（
四
）
倉
の
想
定
委
穀
量

次
に
、【
表
３
】
で
求
め
ら
れ
た
鞠
智
城
倉
庫
群
の
容
積
か
ら
、
想
定
さ
れ

る
委
穀
量
（
倉
が
不
動
倉
に
移
行
す
る
際
の
満
載
量
）
を
考
え
て
み
た
い
。
古

代
に
お
け
る
容
積
の
計
算
は
、
澤
田
吾
一
氏
が
計
算
を
さ
れ
、
令
制
の
一
升
は
、

現
代
の
度
量
衡
に
お
け
る
四
合
程
度
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
が（
一
八
）、

後
掲
す
る
【
史
料
２
】『
延
暦
交
替
式
』
の
記
載
に
も
あ
る
と
お
り
、
奈
良
時
代

に
お
い
て
も
、
一
斛
の
容
積
に
は
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
改
め
て
斛
量
の
計
算
を
行
っ
て
み
た
い
。

想
定
委
穀
量
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、『
交
替
記
』
の
記
録
か
ら
比
例
計
算

す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
数
値
を
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
幸
い
に
も
、

一
斛
の
容
積
を
示
す
史
料
が
存
在
す
る
た
め
、
今
回
は
、「
一
斛
の
容
積
」
を

用
い
て
推
定
す
る
方
法
を
採
用
し
た
い
。

さ
て
、
想
定
委
穀
量
を
算
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
度
量
衡
を
知
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
手
掛
り
と
し
て
、『
延
暦
交
替
式
』
の
規
定
を
準

用
し
た
い
。

【
史
料
２
】『
延
暦
交
替
式
』
検
税
使
計
算
法

天
平
六
年
七
道
検
税
使
計
算
法
。

東
海
道
以
二
二
千
七
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

東
山
道
以
二
二
千
八
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

北
陸
道
以
二
二
千
八
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

山
陰
道
以
二
三
千
二
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

山
陽
道
以
二
二
千
七
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

西
海
道
以
二
三
千
二
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

南
海
道
以
二
二
千
八
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

宝
亀
七
年
畿
内
并
七
道
検
税
使
計
算
法
。

�

委
穀
経
二
十
年
已
上
一
者
。
以
二
二
千
七
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。
糒
并
新
委�

不
レ
経
レ
年
者
。
以
二
二
千
八
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。
粟
穀
者
。
以
二
二
千

九
百
寸
一
為
二
斛
法
一
。

�

今
案
。
天
平
六
年
使
七
道
異
レ
率
。
宝
亀
七
年
使
共
是
一
例
。
主
税

寮
亦
同
二
此
法
一
。
則
前
使
所
レ
算
更
不
レ
可
レ
改
。
猶
依
二
先
計
一
可
レ

待
二
物
尽
一
。但
天
下
一
法
不
レ
可
二
参
差
一
。自
今
以
後
。所
レ
委
粟
穀
。�

可
レ
依
二
宝
亀
七
年
例
一
。

こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
お
い
て
は
、
七
道
に
お
い

て
異
な
る
斛
法
で
検
査
を
行
う
が
、
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
に
な
っ
て
、
五
畿

七
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
基
準
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
十
年
以
上
委
穀
し
て

い
る
穀
を
「
一
斛
＝
二
七
〇
〇
寸
（
立
方
寸
）」、
こ
こ
数
年
内
に
委
穀
す
る
も
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の
に
関
し
て
は
、「
一
斛
＝
二
八
〇
〇
寸
（
立
方
寸
）」
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
た（
一
九
）。
こ
の
基
準
は
、
澤
田
吾
一
氏
が
『
交
替
記
』
の
正
倉
の
記
録
か
ら

割
り
出
さ
れ
た
各
正
倉
の
斛
法
と
一
致
し（
二
〇
）、
そ
の
正
倉
群
の
斛
法
の
平
均

値
と
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら（
二
一
）、
実
際
の
斛
法
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
裏
付
け
る
。
ま
た
、『
養
老
倉
庫
令
』
復
原
第
７
条
倉
貯
積
条
で
、「
凡
倉

貯
積
者
。
稲
穀
粟
支
二
九
年
一
。」
と
あ
り
、
不
動
穀
は
九
年
間
の
備
蓄
が
義
務

付
け
ら
れ
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
、
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
八
月
三
日
太
政

官
符
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
年
以
上
の
委
穀
で
斛
法
計
算
を

分
け
て
い
る
点
も
納
得
し
や
す
い
。

こ
こ
か
ら
、
一
斛
あ
た
り
の
容
積
を
求
め
て
み
た
い
。今
回
は
、
委
穀
を
行
っ

た
際
の
稲
穀
量
を
考
え
た
い
の
で
、「
一
斛
＝
二
八
〇
〇
寸
（
立
方
寸
）」
を
用

い
て
計
算
す
る
。
な
お
、
有
効
数
字
は
五
桁
と
し
て
計
算
し
、
六
桁
目
を
四
捨

五
入
し
た
。

ま
ず
は
、
二
八
〇
〇
立
方
寸
が
立
方
体
で
あ
る
と
仮
定
し
、
そ
の
立
方
根
か

ら
一
辺
の
長
さ
を
求
め
る
。
す
る
と
、
一
辺
が
一
四
・
〇
九
四
六
寸
の
立
方
体

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
を
尺
に
直
す
と
一
・
四
〇
九
五
尺
と
な
る
。
こ

れ
を
メ
ー
ト
ル
法
に
置
き
換
え
る
と
、
〇
・
四
二
七
一
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
を
三
乗
す
る
こ
と
で
、
一
斛
の
容
積
が
メ
ー
ト
ル
法
に
お
い

て
計
算
で
き
る
。
す
る
と
、
〇
・
〇
七
九
五
（
立
方
メ
ー
ト
ル
、7.95

×10
-2

）

と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
た7.95

×10
-2

立
方
メ
ー
ト
ル
は
、
液

体
を
充
満
し
た
際
の
質
量
で
あ
り
、
米
を
充
満
さ
せ
た
数
値
（
容
積
）
で
は
な

い
。
現
在
で
も「
一
合
＝
約
一
八
〇
グ
ラ
ム（
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）」と
す
る
の
は
、

比
重
が
一
・
〇
の
水
を
充
満
さ
せ
た
際
の
質
量
で
あ
り
、
米
に
換
算
す
る
と
、

一
般
的
に
「
一
合
＝
約
一
五
〇
グ
ラ
ム
」
と
な
る
。
以
上
か
ら
、
米
を
充
満
さ

せ
た
際
の
容
積
は
、
概
ね
液
体
時
の
そ
れ
よ
り
も
六
分
の
一
を
減
じ
た
「
六
分

の
五
」の
量
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、7.95

×10
-2

×5/6

＝6.49

×10
-2

立
方
メ
ー

ト
ル
と
い
う
値
が
得
ら
れ
、
こ
れ
が
一
斛
の
容
積
と
判
明
す
る（
二
二
）。
な
お
、

「
一
斛
＝
二
七
〇
〇
立
方
寸
」
と
、
二
七
〇
〇
と
二
八
〇
〇
の
間
を
と
っ
た
「
一

斛
＝
二
七
五
〇
立
方
寸
」
で
計
算
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
数
値
が
得
ら
れ
る
。

二
七
〇
〇
立
方
寸
の
場
合　
　

6.26

×10
-2

二
七
五
〇
立
方
寸
の
場
合　
　

6.37

×10
-2

こ
こ
で
、
澤
田
氏
が
述
べ
ら
れ
た
「
一
升
＝
現
在
の
四
合
」
を
考
え
て
み
た

い
。
現
在
の
四
合
は
、180g

×4

＝720g

で
あ
る
が
、
稲
穀
に
換
算
す
る
と
、

そ
の
六
分
の
五
と
な
る
た
め
、720g

×5/6

＝600

と
な
り
、
六
〇
〇
グ
ラ
ム

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
令
制
の
稲
穀
一
升
は
約
六
〇
〇
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
一
斛
を
求
め
る
と
、
六
万
グ
ラ
ム
（6.0

×10
4g

）
と

な
る
こ
と
か
ら
、
一
斛
の
容
積
を
そ
ろ
え
る
と
、6.00

×10
-2

ト
ン
（
＝
立
方

メ
ー
ト
ル
）
と
な
り
、
本
稿
の
結
果
と
近
似
す
る
値
と
な
っ
た
。

加
え
て
、
食
用
と
す
る
場
合
は
、
稲
穀
で
は
な
く
舂
米
（
玄
米
）
や
白
米
に

糙
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
通
常
、
稲
穀
は
舂
米
の
二
倍
の
容
積
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（
二
三
）、6.49

×10
-2

を
二
で
除
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
斛
法
の
う
ち
「
一
斛
＝
二
八
〇
〇
立
方
寸
」
を
用
い

た
場
合
、
稲
穀
の
状
態
お
よ
び
舂
米
の
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
数
値
化
す
る
と
、【
表

４
】
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
。

三
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
考
察

こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
、
鞠
智
城
の
総
柱
倉
庫
の
復
原
を
行
っ
た
も
の
が
【
表

５
】
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
に
加
え
、
各
倉
の
偏
差
値
を
合
わ
せ
て
計
算

し
た
。
偏
差
値
は
、
倉
の
容
積
の
平
均
値
（
二
四
八
・
九
四
）
を
五
〇
、
標
準

偏
差
を
一
〇
の
デ
ー
タ
に
変
換
（
正
規
化
）
し
た
と
き
に
示
し
た
値
で
、
平
均
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値
よ
り
大
き
な
倉
で
あ
れ
ば
五
〇
を
超
え
る
値
と
な
り
、
平
均

値
を
下
回
れ
ば
五
〇
未
満
の
数
値
を
と
る
。
な
お
想
定
委
穀
量

は
、
一
斛
の
容
積
に
倉
の
容
積
を
乗
じ
て
算
出
し
て
い
る
た

め
、
想
定
委
穀
量
の
偏
差
値
と
倉
の
容
積
の
偏
差
値
は
、
同
じ

値
を
示
す
。
こ
こ
か
ら
、
鞠
智
城
倉
庫
群
と
比
較
可
能
な
史
料

を
例
に
取
り
上
げ
、
評
価
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
鞠
智
城
は
、

Ⅲ
期
の
遺
構
は
、
そ
の
分
類
性
質
上
、
発
見
に
至
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
相
対
的
な
序
列
も
不
明
で
あ
る
の

で
、
奈
良
時
代
の
様
相
や
、
あ
る
程
度
絶
対
的
な
年
代
観
を
定

め
て
み
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
、
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
、
断
片
的
で
は
あ
る
も

の
の
、
特
徴
を
つ
か
ん
で
お
き
た
い
。

ま
ず
は
、
Ⅰ
期
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
Ⅰ
期
は
、
鞠
智
城

が
築
城
さ
れ
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
倉

庫
の
内
容
が
明
瞭
な
史
料
が
存
在
せ
ず
、
評
価
が
非
常
に
難
し

い
。
し
か
し
、
Ⅱ
～
Ⅴ
期
の
倉
庫
群
と
偏
差
値
で
比
較
す
る
と
、

や
や
小
規
模
な
倉
庫
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
想
定

委
穀
量
に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
不
動
穀
や
動
用

穀
の
斛
量
に
つ
い
て
は
、
山
里
純
一
氏
の
研
究
が
参
考
に
な

る
。
山
里
氏
は
、
天
平
期
の
正
税
帳
に
残
る
不
動
穀
や
動
用
穀

の
量
を
調
べ
ら
れ
、
不
動
穀
の
実
態
や
管
理
・
運
用
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
い
る（
二
四
）。
鞠
智
城
の
倉
庫
に
収
納
す
る
予
定
で

あ
っ
た
Ⅰ
期
の
斛
量
は
一
万
二
〇
九
七
・
〇
四
斛
で
あ
る
の
で
、

山
里
氏
の
研
究
を
援
用
す
る
と
、

【表５】鞠智城倉庫群総柱建物の諸元

建物
番号 期 築法 桁行

（ｍ）
梁間
（ｍ）

床面積
（平米）

容積
（立米）偏差値

想定委穀量
稲穀
（斛）

舂米
（斛）

1 Ⅰ 掘立 10.0 4.5 45.0 193.87 46.13 2928.36 1464.18
40 Ⅰ 掘立 15.0 6.0 90.0 387.73 59.76 5856.71 2928.36
69 Ⅰ 掘立 7.8 3.6 28.1 120.97 41.00 1827.29   913.65
70 Ⅰ 掘立 5.85 3.9 22.8   98.29 39.40 1484.68   742.34
5 Ⅱ 掘立 12.0 6.9 82.8 356.71 57.58 5388.18 2694.09
11 Ⅱ 掘立 礎石 12.6 11.0 138.6 597.11 74.49 9019.34 4509.67
22 Ⅱ 礎石 8.0 5.8 46.4 199.90 46.55 3019.46 1509.73
23 Ⅱ 礎石 12.6 5.8 73.1 314.84 54.64 4755.65 2377.83
38 Ⅱ 掘立 5.7 6.0 34.2 147.34 42.85 2225.55 1112.78
65 Ⅱ 礎石 6.8 4.5 30.6 131.83 41.76 1991.28   995.64
66 Ⅱ 礎石 － － － － － － －
12 Ⅳ 掘立 礎石 13.2 11.5 151.8 653.97 9878.32 4939.16
13 Ⅳ 掘立 10.8 7.5 81.0 348.96 57.04 5271.04 2635.52
20 Ⅳ 礎石 9.6 7.2 69.1 297.78 53.44 4497.95 2248.98
21 Ⅳ 礎石 8.8 7.2 63.4 272.96 51.69 4123.13 2061.56
36 Ⅳ 礎石 9.2 7.5 69.0 297.26 53.40 4490.15 2245.07
46 Ⅳ 礎石 － 6.6 － － － － －
47 Ⅳ 礎石 7.5 6.9 51.8 222.95 48.17 3367.61 1683.80
48 Ⅳ 礎石 8.0 4.0 32.0 137.86 42.19 2082.39 1041.19
50 Ⅳ 礎石 8.3 3.9 32.2 138.61 42.24 2093.77 1046.89
52 Ⅳ 礎石 4.5 6.0 27.0 116.32 40.67 1757.01   878.51
54 Ⅳ 礎石 3.0 4.4 13.2   56.87 36.49   858.98   429.49
59 Ⅳ 礎石 9.0 5.85 52.7 226.82 48.44 3426.18 1713.09
64 Ⅳ 礎石 8.0 8.0 64.0 275.72 51.88 4164.77 2082.39
67 Ⅳ 礎石 9.0 6.8 60.8 261.72 50.90 3953.28 1976.64
72 Ⅳ 礎石 8.4 6.3 52.9 227.99 48.53 3443.75 1721.87
25 Ⅴ 掘立 7.2 5.7 41.0 176.81 44.93 2670.66 1335.33
29 Ⅴ 掘立 礎石 6.9 12.9 89.0 383.47 59.46 5792.29 2896.14
42 Ⅴ 掘立 6.0 4.4 26.4 113.73 40.49 1717.97   858.98
43 Ⅴ 掘立 7.5 7.5 56.3 242.33 49.54 3660.45 1830.22
45 Ⅴ 礎石 7.5 5.0 37.5 161.55 43.85 2440.30 1220.15
53 Ⅴ 礎石 3.3 4.6 15.2   65.40 37.09   987.83   493.92
56 Ⅴ 礎石 14.2 8.0 113.6 489.40 66.91 7392.47 3696.24

【表４】鞠智城倉庫群の想定委穀量
� （単位：斛）
建物
番号 期 想定委穀量

稲穀 舂米
1 Ⅰ 2928.36 1464.18
40 Ⅰ 5856.71 2928.36
69 Ⅰ 1827.29   913.65
70 Ⅰ 1484.68   742.34
5 Ⅱ 5388.18 2694.09
11 Ⅱ 9019.34 4509.67
22 Ⅱ 3019.46 1509.73
23 Ⅱ 4755.65 2377.83
38 Ⅱ 2225.55 1112.78
65 Ⅱ 1991.28   995.64
66 Ⅱ － －
12 Ⅳ 9878.32 4939.16
13 Ⅳ 5271.04 2635.52
20 Ⅳ 4497.95 2248.98
21 Ⅳ 4123.13 2061.56
36 Ⅳ 4490.15 2245.07
46 Ⅳ － －
47 Ⅳ 3367.61 1683.80
48 Ⅳ 2082.39 1041.19
50 Ⅳ 2093.77 1046.89
52 Ⅳ 1757.01   878.51
54 Ⅳ   858.98   429.49
59 Ⅳ 3426.18 1713.09
64 Ⅳ 4164.77 2082.39
67 Ⅳ 3953.28 1976.64
72 Ⅳ 3443.75 1721.87
25 Ⅴ 2670.66 1335.33
29 Ⅴ 5792.29 2896.14
42 Ⅴ 1717.97   858.98
43 Ⅴ 3660.45 1830.22
45 Ⅴ 2440.30 1220.15
53 Ⅴ   987.83   493.92
56 Ⅴ 7392.47 3696.24



53

天
平
四
年
（
七
三
二
）
隠
岐
国
周
吉
郡　
　
　

八
四
五
六
・
五
八
四
〇
八
斛

天
平
五
年
（
七
三
三
）
尾
張
国
葉
栗
郡　

一
万
六
九
六
一
・
七
斛

天
平
五
年
（
七
三
三
）
周
防
国
佐
波
郡　

一
万
九
八
〇
二
・
六
八
斛

天
平
七
年
（
七
三
五
）
摂
津
国
西
成
郡　

一
万
一
一
一
三
・
三
二
八
斛

天
平
八
年
（
七
三
六
）
摂
津
国
西
成
郡　

一
万
〇
七
五
六
・
九
九
七
斛

天
平
九
年
（
七
三
七
）
和
泉
監
大
鳥
郡　

一
万
三
九
六
七
・
三
八
〇
七
斛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
郡　

一
万
九
八
二
〇
・
一
九
七
五
斛

天
平
九
年
（
七
三
七
）
淡
路
国
全　

郡�

八
九
八
二
・
三
五
六
三
五
斛

な
ど
の
諸
郡
と
類
似
す
る
委
穀
を
想
定
し
て
い
る（
二
五
）。
和
泉
国
大
鳥
郡
や
摂

津
国
西
成
郡
、
淡
路
国
な
ど
、
比
較
的
財
政
規
模
の
小
さ
な
国
や
郡
と
類
似
し

た
値
を
示
し
て
い
る
が
、
正
税
帳
の
残
る
天
平
年
間
は
、
実
に
管
内
輸
租
田
の

年
間
収
穫
高
（
年
間
の
田
租
収
入
の
三
〇
倍
）
に
匹
敵
す
る
蓄
積
が
確
認
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の

郡
と
同
規
模
の
稲
穀
蓄
積
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
、
Ⅱ
期
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
Ⅱ
期
は
、
天
平
の
正
税
帳
が
残
る
時

期
よ
り
も
少
し
以
前
の
時
期
で
あ
る
。
ま
た
倉
に
関
す
る
記
載
が
詳
細
な
『
和

泉
監
正
税
帳
』
も
、
天
平
九
年
度
（
七
三
七
）
の
も
の
で
、
Ⅲ
期
に
分
類
さ
れ

る
の
で
、
単
純
な
比
較
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
Ⅱ
期
に
お
け
る
鞠
智
城
倉
庫

群
の
想
定
委
穀
量
は
、
二
万
六
三
九
九
・
四
五
斛
と
、
Ⅰ
期
と
比
べ
二
倍
以
上

に
増
え
て
お
り
、
天
平
の
正
税
帳
で
比
較
す
る
と
、
隠
岐
国
一
国
（
二
万
三
八

一
〇
・
二
斛（
二
六
））
を
上
回
る
数
値
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の

国
で
は
、
一
国
に
は
は
る
か
遠
く
、
一
郡
に
も
及
ば
な
い
数
値
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
極
め
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
偏
差
値
を
見
る
と
、
倉
庫
の
規
模

も
大
型
化
し
て
き
て
お
り
、
倉
の
数
も
増
加
す
る
な
ど
、
多
く
の
蓄
積
を
始
め

て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
の
頃
の
財
政
環
境
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
る
と
、
正
税
帳
に
記
載
さ
れ
た
委
穀
数
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
疫
病

で
の
下
落
と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
も（
二
七
）、
薗
田
香
融
氏
が
述
べ
ら
れ
る
と

お
り
、「
天
平
の
繁
栄
の
源
泉
」
に
な
る
数
に
な
っ
て
お
り（
二
八
）、
そ
れ
と
軌

を
一
に
す
る
よ
う
に
、
鞠
智
城
倉
庫
群
も
数
値
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

次
に
、
Ⅳ
期
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。【
表
６
】
は
、『
交
替
記
』
記
載

の
倉
庫
群
と
鞠
智
城
倉
庫
群
の
Ⅳ
期
・
Ⅴ
期
の
倉
庫
の
容
積
を
比
較
し
た
も
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
平
均
値
と
中
央
値
を
掲
載
し
て
い
る
。
両
者
の
い
ず
れ
を

検
討
対
象
と
す
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
外
れ
値
が
鞠
智
城
・『
交

替
記
』
と
も
に
あ
り
、
そ
れ
が
数
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
考
え
る
と
、
中

央
値
を
用
い
る
こ
と
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
中
央
値
か
ら
両
者
を
見
た
場
合
、
Ⅳ

期
か
ら
Ⅴ
期
に
か
け
て
は
、
小
型
化
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
比
較
す

る
と
、
鞠
智
城
は
七
二
・
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
、『
交
替
記
』

は
四
六
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
規
模
に
小
型
化
し
て
い
る
。

『
交
替
記
』
の
記
載
と
一
致
す
る
変
化
で
あ
り
、
倉
庫
の

小
型
化
は
、
特
定
の
地
域
に
の
み
あ
て
は
ま
る
事
例
で
は

な
く
、
こ
の
時
期
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る（
二
九
）。

し
か
し
、
倉
の
総
数
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
鞠
智
城

倉
庫
群
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
鞠
智
城
で
は
、
Ⅳ
期
が

一
五
棟
、
Ⅴ
期
が
七
棟
と
、
Ⅳ
期
と
Ⅴ
期
で
八
棟
減
少
し

て
お
り
、『
交
替
記
』
で
は
、
Ⅳ
期
が
八
棟
、
Ⅴ
期
が
四

棟
と
、
四
棟
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
Ⅳ
期
・
Ⅴ
期
と
も

に
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
半
数
ず
つ

減
少
し
て
お
り
、
減
数
幅
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
減
数

【表６】Ⅳ期とⅤ期の比較
鞠智城倉庫群 『交替記』
平均値 中央値 平均値 中央値

Ⅳ 252.56 244.85 422.19 488.29 （立米）
Ⅴ 233.24 176.81 224.25 227.85 （立米）

Ⅳ→Ⅴ 92.35 72.21 53.12 46.66 （％）
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率
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
方
、
総
容
積
で
比
較
す
る
と
、

鞠
智
城
で
は
、
Ⅳ
期
が
四
〇
八
九
・
九
三
立
方
メ
ー
ト
ル
、
Ⅴ
期
が
一
八
四
三
・

〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
と
、
約
半
数
の
減
少
で
あ
る
の
に
対
し
、『
交
替
記
』で
は
、

Ⅳ
期
が
三
三
七
七
・
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
で
、
Ⅴ
期
が
八
九
七
・
〇
〇
立
方
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
減
数
幅
も
減
数
率
も
、
鞠
智
城
に
比
べ
、『
交

替
記
』
の
記
載
の
方
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ

れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅴ
期
に
つ
い
て
は
、
鞠
智
城
が
史
料
上
見
え
な
く
な
る
時
期
と
重
な
る
こ
と

か
ら
、
城
の
衰
退
か
ら
減
少
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
同
時
期
の
越
中
国
砺
波
郡
以
上
に
委
穀
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、

特
筆
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

問
題
は
Ⅳ
期
で
あ
る
。
倉
庫
の
数
が
『
交
替
記
』
と
比
較
し
て
非
常
に
多
い

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
総
容
積
も
『
交
替
記
』
記
載
の
同
時
期
よ
り
も

一
・
二
倍
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
弘
仁
主
税
式
』
や
『
延
喜
主
税
式
』

に
は
、
各
国
の
正
税
・
公
廨
の
定
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
財
政
規
模

の
違
い
か
ら
、
倉
庫
の
規
模
や
数
を
決
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
弘
仁
主

税
式
』
で
は
、
越
中
国
が
正
税
・
公
廨
が
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
万
束
、
鞠
智
城
が
建

つ
肥
後
国
は
各
四
〇
万
束
、『
延
喜
主
税
式
』
で
は
越
中
国
が
正
税
・
公
廨
が

各
三
〇
万
束
、
肥
後
国
は
各
四
〇
万
束
と
、
財
政
規
模
と
倉
庫
の
容
積
に
一
定

の
比
例
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
想
定
委
穀
量
を
予
め
算
出
し

て
倉
を
建
造
す
る
こ
と
と
、
倉
の
規
模
と
の
関
係
は
否
定
で
き
る
し（
三
〇
）、
ま

た
、
Ⅳ
期
と
Ⅴ
期
で
の
減
少
率
は
同
様
の
減
少
率
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
鞠
智
城
倉
庫
群
は
四
五
・
〇
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
率
に
対
し
、『
交
替
記
』

記
載
の
倉
庫
は
二
六
・
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
減
少
率
に
比

例
関
係
は
な
い
。
加
え
て
、
Ⅳ
期
は
、
全
国
的
に
飢
饉
や
疫
病
が
多
発
し
、
歳

出
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
歳
入
面
で
も
問
題
を
抱
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
う

い
っ
た
財
政
的
に
も
厳
し
い
状
況
で
、
か
つ
鞠
智
城
の
終
末
期
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
越
中
国
砺
波
郡
の
郡
衙
以
上
に
蓄
積
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
括
す
る
と
、
Ⅳ
期
に
お
け
る

倉
庫
数
の
多
さ
と
総
容
積
数
の
多
さ
は
、
こ
の
地
域
特
有
の
も
の
、
す
な
わ
ち

西
海
道
（
特
に
肥
後
国
）
特
有
の
事
情
に
よ
る
蓄
積
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

四
、
不
動
倉
の
管
理
と
財
源

（
一
）
不
動
倉
の
管
理
の
主
体

前
章
で
は
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
想
定
復
原
と
、
そ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
数

値
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
際
に
、
Ⅳ
期
に
お
け
る
倉
庫
数
の
増
加
や

想
定
委
穀
量
の
多
さ
を
見
て
み
る
と
、
他
の
地
域
と
の
連
動
性
は
見
ら
れ
ず
、

西
海
道
独
自
の
変
化
が
見
て
取
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
史
書
に
の
こ
る
「
不
動
倉
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
掘
り
下
げ
て

み
た
い
。

前
掲
し
た
【
史
料
１
】
に
は
、
明
確
に
「
不
動
倉
十
一
宇
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
天
安
年
間
に
は
、
鞠
智
城
に
少
な
く
と
も
十
一
以
上
の
不
動
倉
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
不
動
倉
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
晃
宏
氏
が
詳
細
に
分
析

さ
れ
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
三
一
）。
穀
倉
が
「
不
動
倉
」
と
し

て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
以
下
の
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

⑴　

す
で
に
満
倉
で
あ
る
こ
と
。

⑵　

新
た
に
稲
穀
倉
が
築
造
さ
れ
、
以
降
の
蓄
積
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
。

⑶　

国
司
お
よ
び
郡
司
の
検
封
を
経
て
い
る
こ
と
。

ま
た
「
不
動
倉
」
と
い
う
点
か
ら
、
内
容
物
が
「
不
動
穀
」、
す
な
わ
ち
頴

稲
で
は
な
く
、
稲
穀
と
い
う
状
態
で
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
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開
用
に
あ
た
っ
て
は
太
政
官
符
に
よ
る
許
可
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
重
要
に
な
る
点
は
、
鞠
智
城
倉
庫
群
が
「
不
動
倉
」
で
あ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
不
動
倉
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
⑶
に

あ
る
よ
う
に
、「
国
司
お
よ
び
郡
司
に
よ
る
検
封
」
が
必
要
で
あ
る
。
九
世
紀

以
降
、
律
令
制
の
弛
緩
が
一
層
進
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
不
動
穀
に
関
し
て
は
、

一
貫
し
て
国
司
の
管
理
下
に
あ
っ
た
。
十
世
紀
以
降
、
新
委
不
動
穀
が
制
度
化

さ
れ
る
が
、
こ
の
際
も
、
原
則
と
し
て
そ
の
管
理
は
国
司
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
倉
庫
群
が
不
動
倉
で
あ
る
以
上
、
国
司
（
こ
こ
で
は
肥

後
国
司
）
の
管
轄
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
岡
田
有
矢
氏
は
、
鞠
智

城
出
土
の
土
器
類
の
研
究
か
ら
、
国
家
（
大
宰
府
・
肥
後
国
）
と
の
直
接
的
な

関
係
性
は
見
出
し
難
く
、
鞠
智
城
の
実
質
的
な
管
理
は
、
菊
池
郡
内
の
集
落
な

ど
が
担
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（
三
二
）、
不
動
倉
と
し
て
存
続

し
て
い
る
以
上
、
国
家
に
よ
る
管
理
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
う
え

に
、
仮
に
鞠
智
城
が
地
域
集
落
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
に
存
在
す

る
倉
の
み
が
国
司
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
同
時
に
考
え
難
い
。

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
閏
二
月
丙
辰
条
の
記
事
を
見

る
と
、「
肥
後
国
言
。
菊
池
城
院
兵
庫
鼓
自
鳴
。」
と
あ
り
、
国
衙
関
係
者
か
ら

の
報
告
と
し
て
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
鞠
智
城
が
、
政
府
や
大
宰
府
の

管
轄
下
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
官
吏
が
報
告
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の

記
事
は
、
鞠
智
城
が
国
司
の
管
轄
下
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。先

学
の
研
究
に
お
い
て
も
、
鞠
智
城
が
肥
後
の
国
司
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
垣
中
健
志
氏
は
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
掘
立
柱
建
物
と
礎
石

建
物
の
比
較
か
ら
、
礎
石
建
物
へ
の
建
て
替
え
自
体
は
大
宰
府
か
ら
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
造
営
や
管
理
に
つ
い
て
は
、
肥
後
国
に
委

任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（
三
三
）。
山
中
敏
史
氏
の
研
究
に

よ
る
と
、
不
動
倉
は
、
郡
衙
に
付
随
し
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
が
、
郡
衙
と
は
別
の
場
所
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
管
理
施
設
が
付
随
さ
れ
る
場

合
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る（
三
四
）。
ま
た
、
鈴
木
拓
也
氏
の
研
究
に
よ

る
と
、
大
野
城
の
管
轄
が
大
宰
府
の
み
で
は
な
く
、
所
在
す
る
筑
前
国
司
の
管

轄
も
法
的
に
許
さ
れ
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
、
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）

五
月
二
日
太
政
官
符
に
記
さ
れ
る
大
宰
府
庫
の
器
仗
の
点
検
・
修
理
の
際
に
鞠

智
城
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
の
鞠
智
城
は
、
菊
池
郡
家
と
一
体
化
し

て
お
り
、
肥
後
国
司
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る（
三
五
）。

な
か
で
も
、
山
中
氏
の
見
解
は
、
岡
田
氏
の
見
解
を
考
え
る
う
え
で
、
と
て

も
重
要
で
あ
る
。
山
中
氏
は
、
郡
庁
・
舘
・
厨
家
・
正
倉
な
ど
の
「
郡
衙
」
と

と
も
に
、
郡
衙
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
分
布
す
る
民
間
施
設
を
含
み
こ
ん
だ

範
囲
を
「
郡
府
」
と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
山
中
氏
が
述
べ
ら
れ
る

「
郡
府
」
の
例
を
挙
げ
る
と
、
伊
場
遺
跡
（
静
岡
県
）
や
郡
家
川
西
遺
跡
（
大

阪
府
）
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
建
物

遺
構
は
、
農
村
の
集
落
と
い
う
性
質
の
み
な
ら
ず
、
郡
衙
の
施
設
と
し
て
の
活

用
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
山
中
氏
の
見
解
に
依
拠
す
る
な

ら
ば
、
鞠
智
城
の
倉
庫
群
に
関
し
て
も
、
郡
衙
と
は
異
な
る
場
所
に
あ
っ
た
、

「
郡
府
」
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、

鞠
智
城
と
、
菊
池
郡
家
の
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
西
寺
遺
跡
の
間
に
は
、
八
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
「
う
て
な
遺
跡
」
が
あ
り
、

郡
衙
の
関
連
施
設
と
み
ら
れ
て
い
る（
三
六
）。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
岡
田

氏
が
想
定
す
る
「
実
質
的
管
理
は
周
辺
集
落
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
は
、
重
要

に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
鞠
智
城
倉
庫
群
は
、
郡
衙
の
補
完
的
要
素
を
備

え
た
施
設
で
あ
り
、
こ
の
一
帯
は
、
郡
衙
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
複
合
施
設
）
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の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
司
や

郡
司
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
不
動
穀
の
あ
り
方
と
併
せ
て

考
え
れ
ば
、
大
宰
府
の
直
接
管
理
下
で
は
な
く
、
国
司
の
管
轄
下
に
よ
っ
て
運

営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
財
政
的
・
軍
事
的
・
考
古
学
的
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
が
、
鞠
智

城
が
肥
後
国
司
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
不
動
倉
の
財
源

前
項
で
の
検
討
を
も
と
に
、
不
動
倉
の
財
源
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
向

井
一
雄
氏
は
、
鞠
智
城
が
九
世
紀
に
倉
庫
群
と
し
て
活
用
さ
れ
た
背
景
と
し

て
、
公
営
田
制
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
た（
三
七
）。
同
様
に
、
鈴
木
拓
也
氏
も
公
営

田
制
に
お
け
る
「
納
官
」
は
、
国
衙
に
納
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

鞠
智
城
の
倉
庫
に
公
営
田
制
に
由
来
す
る
動
用
穀
・
不
動
穀
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た（
三
八
）。

【
史
料
１
】
の
記
載
か
ら
も
、「
不
動
倉
」
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
内

容
物
は
稲
穀
で
あ
る
。
稲
穀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
財
源
と
な
る
も
の
も
、

お
の
ず
か
ら
稲
穀
に
限
ら
れ
て
く
る（
三
九
）。
地
方
財
源
に
お
い
て
は
、「
田
租
」

が
最
も
先
に
想
起
さ
れ
る
が
、
前
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の

特
徴
を
み
る
と
、
鞠
智
城
周
辺
、
こ
と
に
西
海
道
特
有
の
事
情
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
を
鑑
み
る
と
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
公
営
田
の
稲
で
あ
る
こ
と
は

容
易
に
想
像
が
つ
く
。
特
に
、
鞠
智
城
が
存
す
る
肥
後
国
は
、
西
海
道
の
他
の

諸
国
が
公
営
田
を
終
了
す
る
な
か
、
継
続
的
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
り（
四
〇
）、
前
章
の
結
果
と
符
合
す
る
事
実
で
あ
る
。

公
営
田
は
、
周
知
の
と
お
り
、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
に
西
海
道
に
設
置

さ
れ
た
稲
で
、
大
宰
管
内
九
か
国
の
口
分
田
・
乗
田
七
万
六
五
八
七
町
の
中
か

ら
、
乗
田
を
主
に
一
万
二
〇
九
五
町
を
割
き
と
っ
て
設
定
し
、
収
穫
量
五
〇
五

万
四
一
二
〇
束
の
中
か
ら
、
租
料
・
調
庸
料
・
徭
丁
の
食
糧
・
修
理
池
溝
官�

舎
料
な
ど
を
除
い
た
一
〇
八
万
〇
四
二
一
束
を
納
官
分
と
す
る
も
の
で
あ�

る（
四
一
）。

公
営
田
制
の
重
大
な
意
義
は
、
調
庸
の
輸
納
を
健
全
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ

た
こ
と
は
、
先
学
が
詳
し
く
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
四
二
）。
調
庸
違
犯
が
国
家

財
政
に
与
え
る
影
響
が
大
き
く
、
そ
れ
を
律
条
主
義
に
よ
っ
て
罰
し
て
い
た
こ

と
を
考
え
る
と（
四
三
）、
こ
の
点
に
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
公
営
田
制
度
が
施
行
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
太
政
官
は
、
全
公
営

田
を
輸
租
田
化
し
、
大
宰
府
に
納
入
さ
れ
る
べ
き
地
子
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と

は
、
調
庸
輸
納
の
健
全
化
と
同
様
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
四
四
）。

こ
の
点
に
関
し
て
吉
岡
直
人
氏
は
、
公
営
田
制
の
実
施
に
よ
り
、
定
量
の
租
と

と
も
に
納
官
分
の
稲
が
正
税
に
混
合
さ
れ
る
な
ど
、
地
子
収
入
を
放
棄
し
て
ま

で
西
海
道
諸
国
の
国
衙
財
政
の
健
全
化
を
図
っ
た
と
し
、
西
海
道
諸
国
の
国
衙

財
政
の
立
て
直
し
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た（
四
五
）。
さ
ら
に
吉

岡
氏
は
、
西
海
道
諸
国
に
お
け
る
「
秩
満
解
任
之
人
」
に
よ
る
暴
力
的
な
手
段

を
用
い
た
郡
司
や
百
姓
ら
へ
の
、
私
出
挙
に
似
た
調
庸
代
輸
行
為
が
、
正
税
出

挙
の
未
納
や
調
庸
違
犯
を
助
長
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
に

は
、
そ
の
様
子
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
３
】『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
三
月
十
四
日
壬
戌
条

�
十
四
日
壬
戌
…（
略
）…
秩
満
解
任
之
人
。
王
臣
子
孫
之
輩
。
結
レ
党
群
居
。

同
悪
相
済
。
終
以
陵
―二
轢
百
姓
一
。
奪
二
田
粮
一
。
不
レ
受
二
官
稲
一
。
出
―二
挙

私
物
一
。
収
納
之
時
。
好
妨
二
公
事
一
。
欠
負
之
源
。
自
レ
此
而
出
。
非
レ�

厳
二
新
符
一
。
何
粛
二
旧
濫
一
。
望
請
。
准
二
筑
後
国
例
一
。
不
レ
論
二
前
司
浪
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人
一
。
准
二
営
田
数
一
。
班
―二
給
正
税
一
。
兵
令
下
佃
二
公
営
田
一
。
一
如
中
土

民
上
。
若
有
勢
之
人
。
不
レ
順
二
此
事
一
者
。
追
―二
却
部
内
一
。
不
レ
能
二
居
住
一
。

太
政
官
処
分
。
依
レ
請
焉
。

こ
れ
に
よ
る
と
、「
秩
満
解
任
之
人
」
や
「
王
臣
子
孫
之
輩
」
が
、
徒
党
を

組
ん
で
民
衆
に
対
し
て
私
出
挙
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
「
欠
負
之
源
」

と
な
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
吉
岡
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
秩
満
解

任
之
人
」
の
行
為
が
、
地
方
財
政
の
圧
迫
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
八
月
一
日
太
政
官
符
を
見

て
み
る
と
、
公
廨
（
府
管
公
廨
）
を
も
っ
て
大
宰
府
官
人
の
給
与
と
す
べ
き
こ

と
を
定
め
て
い
る
が
、
公
営
田
が
順
調
に
進
展
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
財
源
不

足
は
一
定
解
決
の
途
に
つ
く
。
財
源
の
確
保
は
容
易
で
あ
り
、
国
衙
に
よ
る
大

宰
府
の
運
営
は
、
見
通
し
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
畿
内
に
目
を
向
け
る
と
、
富
豪
層
や
院
宮
王
臣
家
の
、
い
わ
ゆ
る
「
私

的
結
合
」
が
問
題
視
さ
れ
、
郡
司
や
百
姓
な
ど
と
対
立
す
る
こ
と
も
多
く
発
生

し
て
い
る（
四
六
）。「
私
的
結
合
」
は
、
畿
内
特
有
の
問
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ

て
い
る
が
、
西
海
道
の
「
秩
満
解
任
之
人
」
の
行
為
は
、「
私
的
結
合
」
の
事

例
と
酷
似
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
（
八
三
三
）
三

月
丙
申
条
に
よ
る
と
、
肥
後
国
葦
北
郡
で
、
少
領
の
他
田
継
道
や
白
丁
の
真
髪

部
福
益
が
、
私
物
を
用
い
て
飢
民
を
救
済
す
る
と
い
う
事
例
が
み
ら
れ
、
天
長

年
間
に
は
、
他
に
三
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（
四
七
）。
こ
う
い
っ
た
事
例
の

背
景
に
は
、
天
長
年
間
の
疫
病
流
行
も
そ
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
疫
病
や
災
害

に
よ
る
飢
民
の
増
加
だ
け
で
は
な
く
、「
秩
満
解
任
之
人
」
に
よ
る
、「
私
的
結

合
」
に
近
い
事
例
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

肥
後
国
葦
北
郡
の
事
例
と
同
時
期
、
西
海
道
で
力
を
伸
ば
し
て
い
た
人
物

に
、
前
豊
後
介
中
井
王
が
い
る
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
八

月
庚
寅
条
に
よ
る
と
、
中
井
王
は
豊
後
国
日
田
郡
に
居
を
構
え
、
豊
後
国
内
に

私
営
田
を
多
数
経
営
し
、
民
衆
や
郡
司
ら
と
た
び
た
び
衝
突
し
て
い
た
と
い

う
。
ま
た
、
筑
後
国
や
肥
後
国
に
「
浮
宕
」
し
、
そ
こ
で
も
同
様
の
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る（
四
八
）。
豊
後
国
で
は
、
百
姓
か
ら
過
去
の
未
進

分
を
徴
収
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
出
挙
の
利
稲
も
併
せ
て
徴
収
し
た
た
め
、
調

庸
未
進
分
に
加
え
、
そ
の
利
息
は
倍
に
も
な
っ
て
い
る
と
の
記
録
も
あ
る
。【
史

料
３
】
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
中
井
王
は
典
型
的
な
「
秩
満
解
任
之
人
」
で
あ

り
、
同
時
に
「
王
臣
子
孫
之
輩
」
で
も
あ
る
。
本
事
案
に
つ
い
て
も
、【
史
料
３
】

に
挙
げ
ら
れ
る
と
お
り
の
内
容
で
あ
る
。
加
え
て
、
肥
後
国
ま
で
そ
の
力
を
及

ぼ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
葦
北
郡
や
他
の
西
海
道
の
例
の
背
景
に
も
な
り
う
る

事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
大
宰
府
の
財
政
再
建
は
、
国
衙
財
政
の
健
全
化

を
し
な
け
れ
ば
な
し
得
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
国
衙
財
政
の
健

全
化
は
、「
正
税
出
挙
」「
公
廨
稲
」「
動
用
穀
」「
不
動
穀
」
と
い
う
、
穀
稲
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
で
満
足
す
る
。
特
に
肥
後
国
で
は
、
公
営
田
制
が
延
長
し
て
実

施
さ
れ
て
い
る
。
元
慶
官
田
が
、
そ
の
類
似
す
る
制
度
と
し
て
畿
内
各
国
に
四

〇
〇
〇
町
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
は（
四
九
）、
公
営
田
制
の
一
定
の
成
果
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
肥
後
国
で
は
、「
納
官
分
」

の
着
実
な
収
益
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
収
益
は
、
国
司
管
理
下

の
倉
に
当
然
納
め
ら
れ
る
わ
け
で
、「
動
用
穀
」「
不
動
穀
」
は
、
本
来
、「
遠
年

之
儲
。
非
常
之
備
。
尋
常
之
時
。
不
レ
可
二
輙
用
一
。」（
五
〇
）と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
鑑
み
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
山
上
に
築
か
れ
た
鞠
智
城
倉
庫
群
に
納
め
る
稲
穀

は
、
公
営
田
の
「
納
官
分
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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五
、
不
動
穀
蓄
積
の
目
的

（
一
）
稲
穀
の
蓄
積
と
運
搬

前
章
で
は
、
鞠
智
城
倉
庫
群
の
財
源
に
注
目
し
て
論
じ
て
き
た
。
本
章
で
は
、

そ
れ
ら
不
動
穀
が
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
山
城
に
蓄
積
さ
れ
た
不
動
穀
の
利
用
目
的

に
は
、
大
き
く
分
け
て
、「
各
国
郡
の
備
蓄
用
」
と
「
籠
城
用
の
備
蓄
食
糧
」

の
二
点
に
絞
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
見
と
し
て
も
、
不
動
穀

の
利
用
方
法
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
あ
る
こ
と
は
、
お
お
よ
そ

間
違
い
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
山
城
に
稲
穀
を
蓄
積
す
る
理
由
と
し
て
、
群
盗
な
ど
に
よ
る
略
奪
行

為
を
防
ぐ
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
火
災
や
盗
難
・
湿
損
へ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
と
い
っ
た
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
重

貨
で
あ
る
稲
穀
を
、
高
低
差
の
あ
る
山
中
に
蓄
積
す
る
こ
と
は
、
少
し
考
え
難

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
【
史
料
４
】
を
見
る
と
、
重
貨
の
運
搬
に
対
す
る

困
難
な
点
が
垣
間
見
え
る
。

【
史
料
４
】『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
六
月
甲
子
条

�

大
宰
府
言
。
壱
伎
嶋
防
人
粮
。
受
二
筑
前
穀
一
。
運
漕
艱
苦
。
屡
致
二
漂
失
一
。

伏
望
。
廃
二
六
国
所
配
防
人
廿
人
一
。
以
二
当
嶋
兵
士
三
百
人
一
。
分
番
配
置
。

不
レ
労
二
給
粮
一
。
許
レ
之
。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
壱
岐
嶋
の
防
人
の
食
糧
に
筑
前
の
稲
穀
を
充
て
て
い

る
も
の
の
、
運
送
が
困
難
で
あ
り
漂
失
し
て
い
る
た
め
、
西
海
道
六
国
よ
り
送

ら
れ
て
い
る
防
人
二
十
人
を
廃
止
し
、
壱
岐
嶋
の
兵
士
で
構
成
し
た
い
と
申
請

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
防
人
の
食
糧
に
は
「
穀
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
国
衙
の
負
担
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で

の
「
穀
」
が
、「
不
動
穀
」
も
し
く
は
「
動
用
穀
」
を
指
し
て
い
る
の
か
、
正

税
論
定
稲
を
穀
化
（
糙
成
）
し
て
「
穀
」
と
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
稲
穀
の
状
態
で
輸
送
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
運
漕
艱
苦
」
で
あ
る
こ
と
が
問
題
点
と
し

て
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
四
月
辛

巳
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
５
】『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
四
月
辛
巳
条

�

太
政
官
奏
曰
。
美
作
国
言
。
部
内
大
庭
真
嶋
二
郡
。
一
年
之
内
。
所
レ
輸

庸
米
八
百
六
十
余
斛
。
山
川
峻
遠
。
運
輸
大
難
。
人
馬
並
疲
。
損
費
極
多
。

望
請
。
輸
レ
米
之
重
。
換
二
綿
鉄
之
軽
一
。
又
諸
国
司
言
。
運
レ
調
行
程
遥
遠
。

百
姓
労
幣
極
多
。
望
請
。
外
位
位
禄
。
割
―二
留
入
京
之
物
一
。
便
給
二
當�

土
一
者
。
臣
等
商
量
。
並
依
レ
所
レ
請
。
伏
聽
二
天
裁
一
。
奏
可
レ
之
。

美
作
国
か
ら
庸
米
を
運
搬
す
る
の
は
、
山
や
河
川
が
険
し
く
、
人
馬
が
疲
れ

る
た
め
、
軽
貨
で
あ
る
綿
や
鉄
に
代
え
て
納
入
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ

の
事
例
は
、
美
作
国
か
ら
都
（
平
城
京
）
へ
納
入
す
る
庸
米
に
つ
い
て
の
記
載

で
あ
る
が
、
遠
方
か
ら
の
運
送
に
加
え
て
、
山
が
険
し
い
と
い
う
点
に
つ
い
て

も
、
運
送
の
問
題
点
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
諸
国
は
山

川
に
隔
た
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
負
担
之
輩
」
は
行
役
に
苦
し
ん
で
い
る
と

い
っ
た
記
載
も
見
受
け
ら
れ
る（
五
一
）。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
運
京
に
よ
る
弊
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
都
に
向
か
う
こ
と
が
問
題
な
の
で

は
な
く
、
運
搬
・
輸
送
に
と
も
な
う
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
山
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
、
水
上
交
通
が
利
用
で
き
な
い
地
域
で

の
問
題
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
参
考
と
な
る
例
が
、
年
料
別
納
租
穀
と
年
料
租
舂
米
で
あ
る
。
年
料

別
納
租
穀
は
、
九
世
紀
末
～
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
官
人
の
位
禄
・
季
禄
・

衣
服
料
な
ど
に
あ
て
る
た
め
に
諸
国
で
別
置
さ
れ
た
租
穀
で
あ
り
、
年
料
租
舂
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米
は
、
年
料
別
納
租
穀
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、「
大
粮
下
行
」
を
目
的
に
諸
国
に

設
置
さ
れ
た
舂
米
で
あ
る（
五
二
）。
い
ず
れ
も
中
央
の
用
途
に
用
い
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
前
者
と
後
者
は
、
対
象
国
が
重
複
し
な
い
（【
表
７
】）。
年
料
租

舂
米
は
、
主
に
近
国
や
縁
海
国
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
年
料
別
納
租
穀
は
、『
延

喜
主
税
式
』
に
費
用
弁
償
と
し
て
運
賃
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
近
国
や

縁
海
国
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
輸
送
の
便
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
後

者
は
そ
の
便
を
図
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
運
賃
支
給
」
と
い
う
費

用
弁
償
の
方
法
を
制
度
化
し
、
位
禄
等
を
受
給
す
る
人
物
が
、
直
接
現
地
ま
で

受
領
し
に
赴
く
と
い
う
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
方
法
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず

れ
の
場
合
も
、
重
貨
で
あ
る
稲
穀
の
運
搬
に
対
し
て
便
宜
を
図
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
重
貨
の
運
送
に
か
か
る
労
力
は
、
特
に
重
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
う
る
。

（
二
）
運
搬
の
方
法

次
に
、
運
搬
方
法
に
つ
い
て
考
え
を
及
ぼ
し
て
み
た
い
。
望
月
悠
佑
氏
は
、

律
令
制
下
の
駄
馬
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
、
在
地
で
の
物
資
輸
送
や
土
木
工
事
に

お
い
て
は
、
私
馬
を
駄
馬
と
し
て
徴
発
し
て
対
応
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た（
五
三
）。し
か
し
そ
の
後
、
神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）

三
月
に
は
、
私
馬
の
徴
発
に
関
し
て
、
新
た
な
制
度
が
制
定
さ
れ
た
。

【
史
料
６
】『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
三
月
乙
巳
朔
条

�

三
月
乙
巳
朔
。…（
略
）…
先
レ
是
。
東
海
道
巡
察
使
式
部
大
輔
従
五
位
下

紀
朝
臣
広
名
等
言
。…（
略
）…
運
二
舂
米
一
者
。
元
来
差
レ
徭
。
人
別
給
レ
粮
。

而
今
徭
分
輸
レ
馬
。
独
給
二
牽
丁
之
粮
一
。
窮
弊
百
姓
。
無
二
馬
可
一レ
輸
。

望
請
。
依
レ
旧
運
人
別
給
レ
粮
。

本
史
料
に
よ
る
と
、「
窮
弊
百
姓
」
は
馬
も
供
出
で
き
ず
食
糧
も
支
給
さ
れ

な
い
た
め
、
人
担
で
輸
送
し
、
食
糧
を
支
給
す
る
よ
う
に
要
請
が
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
神
護
景
雲
二
年
の
制
自
体
は
、
稲
穀
の
都
へ
の
輸
送
と
い
う
点
が
主

眼
に
な
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
地
方
内
部
で
の
稲
穀
輸
送
に
適
用

さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
輸
送
に
関
し
て
、
人
馬
（
人
夫
や
駄
馬
）
を
供

出
す
る
こ
と
は
当
然
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。食
糧
支
給
の
点
に
つ
い
て
は
、

同
国
内
の
運
送
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
は
あ
る
が
、「
窮
弊
百
姓
」
が
馬
を
供
出
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

【表７】『延喜式』における年料別納租穀・年料租舂米負担国� （単位：斛）
国名 等級 遠近 年料別納租穀
伊賀 下 近 2,000
伊勢 大 近 4,500
駿河 上 中 3,500
伊豆 下 中 1,500
甲斐 上 中 3,500
相模 上 遠 3,500
武蔵 大 遠 12,000
上総 大 遠 4,690
下総 大 遠 14,000
常陸 大 遠 12,000
信濃 上 中 12,000
上野 大 遠 10,745
下野 上 遠 11,000
能登 中 中 4,000
越中 上 中 4,000
越後 上 遠 7,000
丹後 中 近 908
但馬 上 近 2,009
因幡 上 近 2,500
伯耆 上 中 4,640
出雲 上 中 4,500
石見 中 遠 2,500
長門 中 遠 2,037
紀伊 上 近 3,100
淡路 下 近 1,600

合　計 133,729

国名 等級 遠近 年料租舂米
尾張 上 近 1,000
三河 上 近 1,000
遠江 上 中 1,300
近江 大 近 2,000
美濃 上 近 2,300
若狭 中 近 800
越前 大 中 1,300
加賀 上 中 1,300
丹波 上 近 1,000
播磨 大 近 2,000
美作 上 近 1,000
備前 上 近 2,000
備中 上 中 1,000
備後 上 中 1,000
安芸 上 遠 1,000
讃岐 上 中 2,000
伊予 上 遠 2,000
土佐 中 遠 500

合　計 24,500
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は
、
地
方
に
お
い
て
、
当
然
考
え
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

神
護
景
雲
二
年
の
制
は
、『
類
聚
三
代
格
』
や
『
延
喜
式
』
な
ど
の
法
令
集

に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
制
度
設
計
が
ど
の
段
階
に
ま
で
続
い
た
か
は
詳

ら
か
で
な
い
。
神
護
景
雲
二
年
の
制
が
続
い
て
い
た
の
な
ら
ば
、
人
担
（
人
夫

の
負
担
）
で
鞠
智
城
ま
で
運
搬
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
、
前
述
の
と

お
り
、
そ
の
労
働
力
は
民
衆
に
は
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

他
方
、
駄
馬
に
よ
る
運
搬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、『
続

日
本
紀
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
駄
馬
を
供
出
す
る
民
衆
の
負
担
は
、
や
は
り
重

か
っ
た
と
想
像
し
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
民
衆
の
過
重
な
る
負
担
は
避
け

ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

不
動
開
用
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
山
城
の
倉
庫
群
に
納
入
さ
れ
て
い
る

稲
穀
は
、
い
ず
れ
の
用
途
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
平
野
部
か
ら
山
城
に
運
搬（
以

下「
往
路
運
搬
」と
い
う
。）さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

不
動
開
用
、
す
な
わ
ち
「
利
用
す
る
」
と
い
う
点
に
考
え
を
及
ぼ
し
た
時
、
現

地
で
消
費
す
る
な
ら
ば
、
山
城
か
ら
臨
海
部
、
な
い
し
平
野
部
へ
の
運
搬
（
以

下
「
復
路
運
搬
」
と
い
う
。）
の
労
は
皆
無
に
等
し
く
、
公
用
や
国
用
と
い
っ
た
、

一
般
的
な
不
動
開
用
を
目
的
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
再
度
、
復
路
運

搬
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
民
衆
に
は
二
重
の
負
担
で
あ
り
、
山
城
に
倉
庫
群
を

構
え
る
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、

そ
れ
を
上
回
る
デ
メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
つ
な
が
る
、
い
わ
ゆ
る
「
車
路
」
と

呼
ば
れ
る
道
路
が
存
在
す
る
。
車
路
は
、
そ
の
痕
跡
が
地
名
に
残
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
地
名
の
研
究
か
ら
考
察
が
深
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
西
日
本
の

古
代
山
城
の
多
く
に
「
車
路
」
や
「
車
道
」
と
い
っ
た
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た（
五
四
）。
こ
れ
ら
「
車
路
」
は
、
木
下
良
氏
に
よ
れ
ば
、
対
外

危
機
に
際
し
て
築
城
さ
れ
た
山
城
群
と
、
地
方
の
軍
事
的
・
政
治
的
中
心
と
を

連
絡
す
る
軍
用
道
路
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（
五
五
）。
鞠

智
城
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
政
治
的
・
軍
事
的
拠
点
は
肥
後
国
府
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
車
路
の
幅
員
は
、
約
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
六
メ
ー
ト
ル
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
木
下
氏
に
よ
る
と
、
駅
馬
の
走
行
に
は
広
す
ぎ

る
感
が
あ
る
よ
う
で
あ
る（
五
六
）。
軍
事
品
を
は
じ
め
と
す
る
物
資
の
輸
送
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
輸
送
に
道
幅
の
広
い
道
路
を
造
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で

き
る
。
ま
た
、
車
を
利
用
す
る
場
合
、
一
般
的
に
は
牛
（
牛
車
）
を
用
い
る
。

し
か
し
、『
延
喜
兵
部
式
』
に
よ
れ
ば
、
牛
の
牧
は
、
西
海
道
で
は
筑
前
国
と

日
向
国
に
し
か
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
肥
後
国
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
牛
車
で
往
路
運
搬
・
復
路
運
搬
を
し
て
い
な
い
可
能
性

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
駄
馬
、
も
し
く
は
人
担
で
の
運
搬
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。九

世
紀
は
、
律
令
税
制
の
崩
壊
期
、
も
し
く
は
十
世
紀
の
新
た
な
税
制
に
向

け
た
発
展
的
解
消
期
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
貫
地
を
去
る
民
衆
が
増
大
し
、

課
丁
数
の
減
少
が
各
地
で
著
し
く（
五
七
）、
ま
た
、
時
代
は
降
る
が
、
延
喜
の
荘

園
整
理
令
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
営
田
を
経
営
す
る
者
も
増
加
す
る
。
い

ず
れ
も
民
衆
へ
の
過
重
な
負
担
が
原
因
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
果
た
し
て
山
上

の
倉
庫
に
運
搬
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
再
度
臨
海
部
や
平
野
部
に
下
ろ
す

必
要
性
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
山
城
に
納
め
ら
れ
る
稲
穀
は
、
湿
損
や
盗
難
と
い
っ
た

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
目
的
と
し
て
、
郡
衙
の
不
動
穀
と
同
様
に
一
般
財
源

化
し
た
穀
で
あ
る
と
い
う
想
定
は
、
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
山
城

が
あ
る
現
地
で
消
費
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
運
搬
の
労
は
往
路
運
搬
の
み

で
済
み
、
民
衆
負
担
も
前
者
と
比
較
し
て
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
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財
源
で
は
な
く
、
山
城
固
有
の
財
源
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
鞠
智
城
倉
庫
群
の
食
糧
量

次
に
、
鞠
智
城
倉
庫
群
に
納
め
ら
れ
た
稲
穀
量
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
第

一
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
山
城
倉
庫
群
の
利
用
方
法
の
対
立
と
し
て
、「
籠

城
用
の
備
蓄
稲
穀
と
し
て
、
想
定
さ
れ
る
備
蓄
量
は
多
い
か
、
少
な
い
か
」
と

い
う
論
点
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
二
章
で
鞠
智
城
倉
庫
群
の
復
原
を
試
み
て

い
る
が
、
こ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
備
蓄
穀
量
を
援
用
し
、
古
代
山
城
の
性
格
を

考
え
て
み
た
い
。

第
二
章
の
検
討
か
ら
、【
表
４
】【
表
５
】
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

中
で
も
【
表
４
】
の
結
果
か
ら
委
穀
総
量
を
見
る
と
、

稲
穀
総
量　
　

一
一
万
八
八
九
〇
・
三
一
斛

舂
米
総
量　
　
　

五
万
九
四
四
五
・
一
六
斛

平
均
稲
穀
量　
　
　
　

三
八
三
五
・
一
七
斛

平
均
舂
米
量　
　
　
　

一
九
一
七
・
五
九
斛

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
九
世
紀
に
当
た
る
Ⅳ
期
・
Ⅴ
期
で
見
て
み
る

と
、
穀
四
〇
〇
〇
斛
（
舂
米
二
〇
〇
〇
斛
）
を
超
え
る
倉
は
わ
ず
か
で
、
稲
穀

の
平
均
蓄
積
量
も
三
八
九
〇
・
九
二
斛
（
Ⅳ
期
）、
三
五
九
三
・
三
六
斛
（
Ⅴ
期
）

と
、
四
〇
〇
〇
斛
を
上
回
ら
な
い
。

こ
の
結
果
を
向
井
一
雄
氏
と
鈴
木
拓
也
氏
の
議
論
に
敷
衍
し
て
考
え
て
み
る

と（
五
八
）、
向
井
氏
は
一
倉
あ
た
り
を
五
〇
〇
〇
斛
と
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
下
回
る
数
値
と
な
っ
た
。
ま
た
鈴
木
氏
は
、
す
べ
て
の

倉
庫
を
四
〇
〇
〇
斛
の
倉
で
あ
る
と
仮
定
し
て
計
算
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

も
ま
た
、
想
定
さ
れ
る
値
よ
り
も
や
や
下
回
る
結
果
で
あ
っ
た
も
の
の
、
近
似

す
る
値
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
、
単
純
に
数
値
を
計
算
し
た
も
の
で
、
実
際
に
は
振
入
を

除
い
た
振
定
量
（
総
穀
数
〔
未
振
量
〕
か
ら
十
一
分
の
一
〔
振
入
〕
を
除
い
た

も
の
。）を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
際
の
舂
米
量
は
、

こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
果
よ
り
も
少
な
い
値
を
示
す
こ
と
も
想
定
さ
れ
る（
五
九
）。

向
井
氏
は
、
一
斛
を
成
人
男
性
が
一
年
間
で
消
費
す
る
斛
量
で
あ
る
と
し
て

試
算
を
行
っ
て
い
る（
六
〇
）。
こ
れ
を
、
第
二
章
で
示
し
た
数
式
に
当
て
は
め
る

と
、
第
二
章
で
求
め
た6.49

×10
-2

（
立
方
メ
ー
ト
ル
＝
ト
ン
）
が
そ
の
ま
ま

容
積
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
の
成
人
男
性
が
年
間
で
消
費
す
る
米
の
量
は
、

六
四
・
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
る
。
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
一
日
の
消

費
量
（
一
年
を
三
六
〇
日
と
す
る
）
が
、
約
〇
・
一
八
〇
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
（1.803

×10
-1

）
と
な
り
、
わ
ず
か
一
八
〇
グ
ラ
ム
（
現
代
の
度
量
衡
で
は
約
一
合
）

し
か
消
費
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
鈴
木
氏
の
試
算
で
は
、
人
別
日

粮
を
八
合
と
し
た
場
合
で
計
算
さ
れ
て
お
り
、
年
間
の
消
費
量
は
、
舂
米
で
二

斛
八
斗
八
升
（
二
・
八
八
斛
）、
稲
穀
の
状
態
で
五
斛
七
斗
六
升
（
五
・
七
六
斛
）

と
な
る
。
こ
れ
を
先
に
示
し
た
数
式
に
当
て
は
め
る
と
、6.49

×10
-2

×2.88

（
立

方
メ
ー
ト
ル
＝
ト
ン
）
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
六
・
九
一
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

と
な
り
、
一
日
当
た
り
の
消
費
量
は
、
五
一
二
・
二
グ
ラ
ム
と
な
る
。
現
在
の

度
量
衡
に
合
わ
せ
る
と
、
約
三
・
四
六
合
と
な
り
、
実
態
に
よ
り
近
い
値
が
検

出
さ
れ
る
。
こ
の
数
字
は
、
鈴
木
氏
が
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
、
交
易
分
を
含
む

可
能
性
も
あ
る
の
で
、
や
や
余
裕
の
あ
る
数
字
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
際
の
食
用
消
費
量
は
、
五
一
二
・
二
グ
ラ
ム
よ
り
も
少
な
く
な
っ
た
と
み
ら

れ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
一
日
八
合
（
年
間
稲
穀
量
＝
五
斛
七
斗
六
升
）」
お
よ
び
、

鞠
智
城
倉
庫
群
の
総
委
穀
量
「
一
一
万
八
八
九
〇
・
三
一
斛
」
を
用
い
て
試
算

す
る
と
、118,890.31÷

5.76

＝20,640.68

と
な
り
、
鞠
智
城
で
は
約
二
万
〇
六
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四
〇
人
分
の
食
糧
を
蓄
積
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（
六
一
）。
し
た
が
っ
て
、
一

万
人
が
鞠
智
城
に
籠
城
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
約
二
年
分
の
食
糧
と
な
り
、
鈴

木
氏
が
大
野
城
で
想
定
し
た
食
糧
量
と
近
似
す
る
結
果
と
な
る
。
古
代
山
城
の

基
本
的
な
性
格
は
、
大
野
城
・
基
肄
城
と
鞠
智
城
で
は
大
差
が
な
い
た
め
、
こ

の
結
果
は
、
古
代
山
城
の
性
格
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
日
八
合
と
い
う
値
も
、
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
軍
団
兵
士
の
日
粮
に
加
え
、

正
倉
院
文
書
に
残
る
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
正
月
十
四
日
「
告
石
山
寺
食

物
用
帳
」（
六
二
）に
も
「
日
別
八
合
」
と
出
て
き
て
お
り
、
そ
の
他
、『
貞
観
儀
式
』

践
祚
大
嘗
祭
儀
上
・『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』、『
延
喜
式
』
内
匠
式
・
玄
蕃
式
・

主
税
式
等
の
史
料
に
も
、
日
別
八
合
（
人
別
八
合
）
を
支
給
す
る
規
定
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
日
別
八
合
」と
い
う
分
量
は
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
は
、
ご
く
一
般
的
な
食
糧
量
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

向
井
氏
が
例
に
出
さ
れ
た
、「
一
斛
（
石
）
＝
成
人
男
性
の
年
間
の
米
の
消

費
量
」
は
、
お
そ
ら
く
、
織
田
信
長
が
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
公
定
枡

と
し
て
定
め
た
「
京
枡
」
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宝
月
圭
吾

氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
後
三
条
天
皇
の
宣
旨
枡
で
は
、
一
升
は
現
代
の
六
合
程

度
で
、
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
「
十
合
枡
」
が
登
場
し
、
こ
れ
が
一
升
の
容
積
と

し
て
全
国
に
広
が
っ
て
い
る（
六
三
）。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
京
枡
が
作
ら
れ
、

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
が
新
た
に
京
枡
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
太
閤
検
地
を

行
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
際
に
公
定
度
量
衡
が
定
め
ら
れ
石
高
制
が
導
入
さ
れ

た
。
こ
の
京
枡
以
後
、
枡
の
容
積
は
ほ
ぼ
安
定
し
た
数
値
と
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
一
石
（
斛
）
の
容
積
が
変
化
し
て
い
る
う
え
に
、
石
高
制
で
は
、
石

高
が
軍
役
負
担
（
軍
事
力
）
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
れ
だ
け
の

兵
力
を
保
有
す
る
こ
と
が
可
能
か
を
、
石
高
を
用
い
て
正
確
に
知
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。「
一
斛
（
石
）
＝
成
人
男
性
の
年
間
の
米
の
消
費
量
」
は
、
こ
の

際
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
六
四
）。

以
上
、
不
確
定
な
要
素
が
多
い
計
算
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
数
値
は
、
比
較
的
現
実
を
と
ら
え
た
数
値
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て

鞠
智
城
倉
庫
群
に
納
め
ら
れ
た
不
動
穀
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
古
代
山
城
の
倉

庫
に
納
め
ら
れ
た
稲
穀
の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。
向
井
・
鈴
木
両
氏
の
想
定
を

比
較
し
た
結
果
、
鈴
木
氏
の
想
定
が
、
よ
り
現
実
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
鞠
智
城
に
納
め
ら
れ
た
稲
穀
量
は
、
決
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
く
、

短
期
的
な
籠
城
戦
を
想
定
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
問
題
の
な
い
蓄

積
量
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
五
章
に
わ
た
っ
て
九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
倉
庫
群
の
基
礎
的
な
考

察
を
行
い
、
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
穀
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
て

き
た
。
用
途
を
明
確
に
示
す
具
体
的
史
料
が
な
い
の
で
、
い
ず
れ
の
説
も
類
推

の
域
を
出
な
い
の
だ
が
、
不
動
倉
の
規
模
や
財
源
を
見
る
と
、
西
海
道
、
中
で

も
肥
後
国
独
特
の
事
情
で
蓄
積
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
、
蓄
積
場
所
に
山
上
を

利
用
し
て
い
る
積
極
的
理
由
、
ま
た
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
穀
量
な
ど
を
総
合

的
に
勘
案
す
る
と
、
鞠
智
城
倉
庫
群
は
、
や
は
り
、
籠
城
用
に
米
を
備
蓄
し
て

い
た
倉
庫
群
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
。
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）

に
新
羅
の
海
賊
に
よ
っ
て
豊
前
国
の
年
貢
（
絹
綿
）
が
強
奪
さ
れ
る
と
い
う
事

件
が
あ
る
も
の
の（
六
五
）、
こ
れ
は
鞠
智
城
倉
庫
群
が
大
規
模
に
設
置
さ
れ
る
Ⅳ

期
の
最
末
期
の
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
が
も
と
に
な
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

と
し
て
郡
衙
の
代
用
倉
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
の
倉
お
よ
び
鞠

智
城
の
衰
退
の
傾
向
を
見
る
と
、
当
然
に
想
定
で
き
な
い
事
態
と
な
る
。
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こ
れ
ら
の
結
論
を
得
た
う
え
で
、
東
北
支
配
と
の
関
係
性
も
見
逃
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
鈴
木
拓
也
氏
に
よ
る
と
、
東
国
防
人
の
変
遷
と
鎮
兵
の
変
遷
に
は

密
接
な
関
係
が
あ
り
、
東
国
防
人
の
廃
止
と
同
じ
年
に
陸
奥
鎮
兵
が
復
活
し
た

り
、
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）、
東
国
の
力
役
を
陸
奥
に
投
入
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
東
国
防
人
を
復
活
し
な
い
理
由
と
す
る
な
ど
、
律

令
政
府
は
、
必
要
に
応
じ
て
東
国
の
軍
事
力
を
北
九
州
に
置
い
た
り
東
北
に
置

い
た
り
と
、
配
置
転
換
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た（
六
六
）。
ま
た
、『
類

聚
三
代
格
』
巻
六
、
承
和
五
年
（
八
三
八
）
六
月
二
十
日
太
政
官
符
で
は
、
大

宰
府
官
人
の
公
廨
は
、
正
税
で
も
っ
て
不
足
を
補
填
し
、
格
に
よ
っ
て
全
給
す

る
よ
う
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
九
月
に
は
、
承
和
五

年
の
格
を
受
け
て
、「
陸
奥
・
大
宰
。
東
西
雖
レ
殊
。
辺
戒
警
備
。
労
苦
是
一
。」

と
し
て
、
大
宰
府
と
同
等
の
措
置
を
す
る
よ
う
平
高
棟
（
中
納
言
兼
陸
奥
出
羽

按
察
使
）
が
要
請
し
、
認
め
ら
れ
て
い
る（
六
七
）。
永
山
修
一
氏
も
、
延
暦
年
間

に
お
け
る
隼
人
政
策
の
転
換
の
研
究
か
ら
、
俘
囚
・
夷
俘
と
隼
人
に
対
す
る
政

策
は
、
同
一
基
調
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る（
六
八
）。
こ
の
よ
う
に
、
制
度
面

で
も
実
態
面
で
も
、
東
北
と
の
関
係
性
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
城
柵
に
関
し
て
は
共
通
性
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
東
北
の
城
柵

は
、
中
央
に
政
庁
を
置
き
、
周
囲
に
官
衙
を
配
す
る
な
ど
、
国
府
の
様
相
を
呈

し
て
い
る（
六
九
）。
実
際
、
城
柵
に
は
国
司
が
派
遣
さ
れ
城
司
と
呼
ば
れ
、
軍
事

統
率
に
加
え
、
公
民
支
配
や
蝦
夷
支
配
を
行
っ
て
い
る（
七
〇
）。
国
府
で
な
い
城

柵
に
も
国
府
型
の
政
庁
を
持
っ
て
お
り（
七
一
）、
こ
れ
ら
は
、
陸
奥
国
府
と
鎮
守

府
が
置
か
れ
た
多
賀
城
を
モ
デ
ル
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（
七
二
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
東
北
の
城
柵
は
、
軍
事
・
内
政
と
も
に
管
轄
す
る
拠
点
と
し

て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

対
し
て
西
海
道
の
山
城
は
、
政
庁
も
な
く
、
軍
事
的
拠
点
の
意
味
合
い
が
強

い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
海
道
に
限
ら
ず
、
鬼
ノ
城
な
ど
神
籠
石
系

山
城
を
含
む
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
式
山
城
」
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
西

海
道
の
場
合
、
蝦
夷
と
同
じ
く
「
夷
狄
」
と
さ
れ
た
隼
人
の
朝
貢
が
延
暦
年
間

に
停
止
さ
れ
、
隼
人
が
「
消
滅
」
し
た（
七
三
）と
さ
れ
る
こ
と
も
要
因
の
一
つ
で

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
羅
に
対
す
る
脅
威
へ
の
対
応
や
、
そ
も
そ
も
、
朝
鮮

式
山
城
の
成
立
過
程
を
考
え
る
と
、「
支
配
」
よ
り
も
「
警
備
」
を
最
優
先
に

考
え
ら
れ
、
設
置
さ
れ
て
い
た
。『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
正
月

甲
子
条
に
よ
る
と
、
新
羅
の
海
賊
が
た
び
た
び
襲
来
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
大
宰
府
は
、「
准
二
旧
例
一
応
レ
護
二
要
害
一
之
状
。
告
二
管

内
并
長
門
・
石
見
・
出
雲
等
国
一
訖
。」
と
し
て
、
警
備
の
強
化
を
太
政
官
に

奏
上
し
て
い
る（
七
四
）。
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
鞠
智
城
を
は
じ
め
と
す

る
朝
鮮
式
山
城
は
、
守
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
軍
事
施
設
と
評
価
で
き
、
そ

こ
に
民
政
施
設
を
配
備
す
る
こ
と
は
不
釣
り
合
い
に
映
る
。
実
際
に
、
奈
良
時

代
以
降
、
鞠
智
城
は
「
菊
池
城
院
」
と
し
て
そ
の
役
目
を
担
っ
て
お
り
、「
肥

後
国
菊
池
城
院
兵
庫
。
皷
自
鳴
。」
と
い
っ
た
、
補
助
的
な
軍
事
的
動
向
も
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、
九
世
紀
に
も
軍
事
的
拠
点
と
し
て
の
役
割
は

失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
倉
庫
群
が
、
国
府

や
郡
家
と
い
っ
た
民
政
施
設
の
補
完
的
役
割
と
し
て
転
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
想

定
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

�註（
一
）
報
告
書
は
膨
大
に
あ
る
が
、
熊
本
県
二
〇
一
二
が
、
鞠
智
城
の
調
査
に
関
し
て

総
括
的
な
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

（
二
）
鏡
山
一
九
七
二
。
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（
三
）
向
井
二
〇
一
四
。
向
井
二
〇
一
七
。

（
四
）
赤
司
二
〇
一
四
。
赤
司
二
〇
一
六
。

（
五
）
鈴
木
二
〇
一
八
。

（
六
）
里
舘
二
〇
一
九
。

（
七
）
近
年
で
は
他
に
、
笹
山
二
〇
一
〇
、
五
十
嵐
二
〇
一
五
、
清
田
二
〇
一
五
、
木

村
二
〇
一
六
、
榎
本
二
〇
一
七
な
ど
が
あ
る
。

（
八
）
鏡
山
一
九
七
二
。

（
九
）
山
中
一
九
九
四
。

（
一
〇
）
小
西
二
〇
一
二
。
小
西
二
〇
一
四
。

（
一
一
）
岡
田
二
〇
一
〇
。
小
西
二
〇
一
二
。
小
西
二
〇
一
四
。

（
一
二
）
五
十
嵐
二
〇
一
五
。

（
一
三
）
矢
野
二
〇
一
八
。

（
一
四
）
山
中
一
九
九
四
。

（
一
五
）『
交
替
記
』
に
つ
い
て
は
、
石
山
寺
一
九
九
六
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
校
異
や

翻
刻
は
、
木
本
二
〇
〇
二
に
詳
し
く
、
こ
ち
ら
も
参
照
し
た
。
な
お
、『
交
替
記
』

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
一
九
八
九
、
藤
井
二
〇
二
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
一
六
）
総
務
省
二
〇
一
六
。

（
一
七
）
相
関
係
数
に
つ
い
て
は
、
藤
井
二
〇
二
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
一
八
）
澤
田
一
九
二
七
。
ま
た
、
日
本
思
想
大
系
本
の
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九

七
六
年
）
に
も
、
奈
良
時
代
の
一
斗
は
、
現
在
量
の
約
四
割
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
（『
養
老
賦
役
令
』
第
１
条
調
絹
絁
条
解
説
。
吉
田
孝
氏
執
筆
分
）。

（
一
九
）
天
平
六
年
の
制
は
、
同
年
正
月
に
官
稲
混
合
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
に
付
随
す
る
政
策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
宝
亀
七
年
の
制
は
、
基

準
を
一
律
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
税
論
定
稲
・
公
廨
稲
に
加
え
、
各
種
雑
官

稲
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
〇
）
澤
田
一
九
二
七
。

（
二
一
）
藤
井
二
〇
二
二
。
な
お
、『
交
替
記
』
に
残
る
正
倉
群
の
斛
法
の
平
均
値
は
、

「
二
七
八
四
・
五
四
（
立
方
寸
）」
で
あ
る
。

（
二
二
）
な
お
、
一
立
方
メ
ー
ト
ル
の
質
量
は
一
ト
ン
で
あ
る
た
め
、
立
方
メ
ー
ト
ル

と
ト
ン
は
置
換
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「6.49

×10
-2

立
方
メ
ー
ト
ル
＝6.49

×10
-2

ト
ン
＝64.9

キ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
な
る
。

（
二
三
）
薗
田
一
九
八
一
。

（
二
四
）
山
里
一
九
九
一
。

（
二
五
）
動
用
穀
と
不
動
穀
を
合
わ
せ
た
全
稲
穀
数
を
示
し
て
い
る
。
天
平
五
年
度
尾

張
国
葉
栗
郡
・
天
平
五
年
度
周
防
国
佐
波
郡
・
天
平
七
年
度
摂
津
国
西
成
郡
は
、

翌
年
度
の
正
税
帳
に
前
年
度
の
稲
穀
数
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
淡
路
国

は
、
天
平
十
年
度
『
淡
路
国
正
税
帳
』
の
首
部
に
記
載
さ
れ
て
い
る
数
値
で
あ
る
。

な
お
正
税
帳
は
、
林
陸
郎
・
鈴
木
靖
民
編
『
復
原
天
平
諸
国
正
税
帳
』（
現
代
思
潮

社
、
一
九
八
五
年
）
を
利
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
『
大
日
本
古
文
書
』
お
よ
び
竹

内
理
三
編
『
寧
楽
遺
文
』
上
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
一
年
〔
第
六
版
〕）
を

参
照
し
た
。

（
二
六
）
天
平
四
年
度
（
七
三
二
）『
隠
岐
国
正
税
帳
』
首
部
。

（
二
七
）
渡
辺
一
九
八
九
。

（
二
八
）
薗
田
一
九
八
一
。

（
二
九
）
筆
者
が
試
算
し
た
数
値
を
見
る
限
り
、
全
体
的
に
は
小
型
化
す
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
が
、
矢
野
裕
介
氏
は
、
一
部
に
大
型
化
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
建
物
番
号
56
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
容
積
は
同
期
の
他
の
倉
庫
と
比
し

て
も
、
隔
絶
し
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
倉
庫
が
な
ぜ
巨
大
に
建

造
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
交
替
記
』
の
記
録
に
も
、
非
常
に
大
規
模
な

倉
庫
を
建
造
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
、
特
記
す
べ
き
こ
と
で

は
な
い
と
考
え
る
。『
交
替
記
』
記
載
の
倉
庫
の
大
き
さ
と
、
委
穀
年
数
の
関
係

性
は
否
定
さ
れ
る
が
（
藤
井
二
〇
二
二
）、
で
は
、
な
ぜ
大
型
倉
庫
を
造
る
必
要

が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
も
不
明
な
点
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
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（
三
〇
）
藤
井
二
〇
二
二
。

（
三
一
）
渡
辺
一
九
八
九
。

（
三
二
）
岡
田
二
〇
二
二
。

（
三
三
）
垣
中
二
〇
二
二
。

（
三
四
）
山
中
一
九
九
四
。

（
三
五
）
鈴
木
二
〇
一
八
。

（
三
六
）
熊
本
県
一
九
九
二
。
熊
本
県
二
〇
一
二
。

（
三
七
）
向
井
二
〇
一
四
。
向
井
二
〇
一
七
。

（
三
八
）
鈴
木
二
〇
一
八
。

（
三
九
）
鞠
智
城
で
は
、
米
穀
以
外
に
炭
化
し
た
粟
も
遺
物
と
し
て
検
出
さ
れ
て
い
る

（
パ
リ
ノ
二
〇
一
二
）。
こ
れ
ら
穀
倉
に
粟
が
収
め
ら
れ
て
い
た
場
合
、
必
ず
し
も

不
動
倉
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
検
出
さ
れ
た
炭
化
粟
は
、
八
角
形
建
物
や
そ

の
周
辺
で
あ
り
、
大
橋
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
八
角
形
建
物
が
法
倉
の
役
割
を

持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
（
大
橋
二
〇
一
五
）、
そ
こ
に
粟
が
納
入
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鞠
智
城
倉
庫
群
は
、
ひ
と
ま
ず
「
不
動
倉
」

と
み
て
お
き
た
い
。

（
四
〇
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
五
、
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
十
月
二
十
五
日
太
政
官
符
。

（
四
一
）
公
営
田
制
に
つ
い
て
は
膨
大
な
研
究
史
が
あ
る
が
、
阿
部
二
〇
〇
五
が
研
究

史
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い
る
。

（
四
二
）
宮
原
一
九
七
三
。
笠
井
一
九
七
四
。
長
山
一
九
七
六
。
中
野
一
九
七
九
。
西

別
府
一
九
八
七
。
宮
本
一
九
九
三
。
阿
部
二
〇
〇
五
。
吉
岡
二
〇
〇
九
。

（
四
三
）
長
山
一
九
七
六
。

（
四
四
）
西
別
府
一
九
八
七
。
笠
井
一
九
七
四
。

（
四
五
）
吉
岡
二
〇
〇
九
。

（
四
六
）
市
一
九
九
八
。

（
四
七
）『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇
（
俘
囚
）
天
長
五
年
（
八
二
八
）
閏
三
月
乙
未
条
に
、

豊
前
国
俘
囚
の
吉
弥
侯
部
衣
良
由
が
百
姓
三
六
〇
人
に
酒
食
を
提
供
し
、
豊
後
国

俘
囚
吉
弥
侯
部
良
佐
閉
が
稲
九
六
四
束
を
提
供
し
、
百
姓
三
二
七
人
を
援
助
し
た

と
あ
る
。
ま
た
、『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇
（
俘
囚
）
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二

月
丁
丑
条
に
は
、
筑
後
国
夷
第
五
等
都
和
利
別
阿
比
登
が
私
稲
を
提
供
し
て
弊
民

を
救
っ
た
と
あ
る
。

（
四
八
）
原
二
〇
一
八
。

（
四
九
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
十
二
月
四
日
己
丑
条
、
お
よ
び
『
類

聚
三
代
格
』
巻
十
五
、
同
日
太
政
官
符
。

（
五
〇
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
八
月
三
日
太
政
官
符
。

（
五
一
）『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
三
月
壬
午
条
。

（
五
二
）
先
駆
的
研
究
に
、
村
井
一
九
七
五
、
薗
田
一
九
八
一
、
早
川
二
〇
〇
〇
（
初

出
は
一
九
六
五
）
が
あ
り
、
渡
辺
一
九
八
九
、
佐
藤
一
九
九
七
な
ど
が
詳
細
に
検

討
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
藤
井
二
〇
一
六
、
山
下
二
〇
一
八
、
宮
川

二
〇
二
〇
、
神
戸
二
〇
二
二
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
年
料
別
納
租
穀
・
年
料
租
舂

米
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
宮
川
氏
及
び
筆
者
は
九
世
紀
末
と
考
え
て
い
る

が
、
山
下
氏
は
十
世
紀
初
頭
を
と
ら
れ
て
い
る
。

（
五
三
）
望
月
二
〇
〇
八
。

（
五
四
）
木
下
一
九
九
一
。
木
下
二
〇
一
三
。
木
本
二
〇
一
四
。
堀
内
二
〇
一
八
。

（
五
五
）
木
下
一
九
九
一
。
木
下
二
〇
一
三
。

（
五
六
）
木
下
一
九
九
一
。

（
五
七
）
吉
川
二
〇
二
二
。
藤
井
二
〇
二
二
。

（
五
八
）
向
井
・
鈴
木
両
氏
は
、
大
野
城
で
検
出
さ
れ
た
四
六
基
の
倉
庫
を
想
定
し
て

試
算
を
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
鞠
智
城
で
検
出
さ
れ
た
総
柱
建
物
三
三
基

を
対
象
に
試
算
を
行
っ
た
。
対
象
と
し
た
倉
庫
群
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
厳
密

に
す
れ
ば
、
大
野
城
の
倉
庫
群
と
鞠
智
城
倉
庫
群
の
単
純
な
比
較
は
避
け
る
べ
き

と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
事
案
は
、「
当
該
期
の
倉
庫
に
、
ど
れ

だ
け
の
稲
穀
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
い
る

た
め
、
目
的
が
類
似
す
る
施
設
の
倉
庫
で
あ
れ
ば
、
比
較
検
討
は
可
能
で
あ
る
と



66

考
え
て
い
る
。

（
五
九
）
振
入
に
は
、
①
国
司
の
自
由
使
用
分
の
控
除
、
②
塵
や
埃
な
ど
の
除
去
量
、

③
振
動
等
を
与
え
て
密
積
さ
せ
た
場
合
の
減
少
分
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ

る
（
澤
田
一
九
二
七
、
薗
田
一
九
八
一
な
ど
）。
①
②
は
実
際
に
稲
穀
量
が
減
少

す
る
の
に
対
し
て
、
③
は
数
字
上
の
減
却
の
み
で
、
稲
穀
そ
の
も
の
が
減
ず
る
の

で
は
な
い
。
天
平
四
年
度
（
七
三
二
）『
隠
岐
国
正
税
帳
』
を
見
て
み
る
と
、
賑
給

を
し
た
際
に
振
入
の
返
納
が
あ
り
、
②
説
は
も
ち
ろ
ん
、
①
説
の
場
合
も
、
控
除

分
を
再
度
予
算
枠
に
返
却
す
る
と
い
う
説
明
が
つ
か
な
い
事
態
と
な
る
。
③
説
は
、

未
振
量
（
振
入
を
除
く
以
前
の
数
値
）
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
算
定
し
た
振
入
量
を

賑
給
に
回
し
、
そ
の
後
に
回
収
し
た
と
す
れ
ば
得
心
が
い
く
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
①
説
に
も
応
用
で
き
る
事
例
で
あ
り
、
振
入
を
国
司
の
自
由
使
用

分
と
し
た
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
③
説
を
支
持
し
た

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
稿
で
示
し
た
数
値
は
未
振
量
で
あ
り
、
帳
簿
上

の
最
大
積
載
量
を
推
計
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
舂
米
量
は
こ

の
結
果
よ
り
も
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
六
〇
）
向
井
二
〇
一
七
。

（
六
一
）
今
回
は
向
井
氏
・
鈴
木
氏
の
論
考
に
基
づ
き
、
稲
穀
を
ベ
ー
ス
に
試
算
を
行
っ

た
。
舂
米
で
計
算
を
行
っ
て
も
、59,445.16÷

2.88

＝20,0640.68

と
な
り
、
当
然
、

稲
穀
と
同
じ
値
を
返
す
。

（
六
二
）『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
五
。

（
六
三
）
宝
月
一
九
六
一
。

（
六
四
）『
日
本
史
大
辞
典
』
第
五
巻
（
平
凡
社
、
一
九
九
三
）
の
「
度
量
衡
」
の
項
目
（
林

英
夫
氏
執
筆
）
を
見
る
と
、「
京
枡
を
も
っ
て
石
高
計
算
の
基
準
と
し
て
全
国
に

統
一
し
た
。」
と
あ
る
。

（
六
五
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
六
月
十
五
日
辛
丑
条

（
六
六
）
鈴
木
一
九
九
八
。

（
六
七
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
六
、
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
九
月
二
十
七
日
太
政
官
符
。

（
六
八
）
永
山
二
〇
〇
九
。

（
六
九
）
八
木
二
〇
二
二
。

（
七
〇
）
熊
谷
一
九
九
七
。
鈴
木
二
〇
一
五
。

（
七
一
）
今
泉
二
〇
一
五
。

（
七
二
）
大
橋
二
〇
一
八
。

（
七
三
）
永
山
二
〇
〇
九
。
永
山
二
〇
二
二
。

（
七
四
）
こ
の
大
宰
府
の
奏
上
に
対
し
て
太
政
官
は
、
長
門
以
下
三
か
国
へ
の
警
備
は

許
可
せ
ず
、
大
宰
管
内
の
み
で
の
警
備
を
許
可
し
て
い
る
。

参
考
文
献
　

赤
司
善
彦　

二
〇
一
四
「
古
代
山
城
の
倉
庫
群
の
形
成
に
つ
い
て
―
大
野
城
を
中
心
に

―
」
高
倉
洋
彰
編
『
東
ア
ジ
ア
古
文
化
論
攷
』、
中
国
書
店

赤
司
善
彦　

二
〇
一
六
「
古
代
山
城
の
建
物
―
鞠
智
城
と
大
野
城
・
基
肄
城
―
」『
律
令

国
家
と
西
の
護
り
、
鞠
智
城
』（
鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
五
成
果
報
告

書
）、
熊
本
県
教
育
委
員
会

阿
部　

猛　

二
〇
〇
五
「
弘
仁
十
四
年
の
公
営
田
制
に
つ
い
て
―
研
究
史
的
に
―
」
阿

部
『
日
本
荘
園
史
の
研
究
』、
同
成
社

五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
五
「
西
海
道
軍
事
環
境
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
機
能
」『
鞠
智
城
と

古
代
社
会
』
第
三
号
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
編　

一
九
九
六
『
石
山
寺
資
料
叢
書　

史
料
篇　

第
一
』、

法
蔵
館

市　

大
樹　

一
九
九
八
「
九
世
紀
畿
内
地
域
の
富
豪
層
と
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
」『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
第
一
六
三
号

今
泉
隆
雄　

二
〇
一
五
「
古
代
東
北
城
柵
の
城
司
制
」
今
泉
『
古
代
国
家
の
東
北
辺
境

支
配
』、
吉
川
弘
文
館

海
野　

聡　

二
〇
一
四
「
鞠
智
城
の
遺
構
の
特
徴
と
特
殊
性
―
建
物
の
基
礎
構
造
と
貯

木
場
を
中
心
に
―
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
１
―
』、
熊
本
県
教
育
委
員
会
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榎
本
淳
一　

二
〇
一
七
「
東
ア
ジ
ア
世
界
の
変
貌
と
鞠
智
城
―
国
際
環
境
か
ら
見
た
九

世
紀
以
降
の
鞠
智
城
―
」『
鞠
智
城
の
終
焉
と
平
安
社
会
～
古
代
山
城
の
退
場
～
』

（
鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
六
成
果
報
告
書
）、
熊
本
県
教
育
委
員
会

大
橋
泰
夫　

二
〇
一
五
「
考
古
学
か
ら
み
た
義
倉
の
一
考
察
」『
社
会
文
化
論
集
』
第
一

一
号

大
橋
泰
夫　

二
〇
一
八
「
国
庁
の
構
造
」
大
橋
『
古
代
国
府
の
成
立
と
国
郡
制
』、
吉

川
弘
文
館

岡
田
茂
弘　

二
〇
一
〇
「
古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城
」
笹
山
晴
生
監
修
『
古
代
山
城

鞠
智
城
を
考
え
る
』（
二
〇
〇
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
）、
山
川
出
版
社

岡
田
有
矢　

二
〇
二
二
「
出
土
土
器
か
ら
み
た
平
安
時
代
肥
後
国
内
に
お
け
る
鞠
智
城

の
位
置
付
け
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
第
一
〇
号
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

鏡
山　

猛　

一
九
七
二
「
朝
鮮
式
山
城
の
倉
庫
群
に
つ
い
て
」
鏡
山
『
九
州
考
古
学
論

攷
』、
吉
川
弘
文
館

笠
井
純
一　

一
九
七
四
「
公
営
田
制
の
基
礎
的
考
察
」『
日
本
歴
史
』
第
一
四
一
号

垣
中
健
志　

二
〇
二
二
「
地
域
社
会
か
ら
み
た
鞠
智
城
―
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
を
中
心

に
―
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
第
一
〇
号
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

加
藤
友
康　

二
〇
一
六
「
平
安
期
に
お
け
る
鞠
智
城
―
九
世
紀
～
一
〇
世
紀
の
対
外
関

係
と
「
菊
池
城
院
」「
菊
池
郡
城
院
」―
」『
律
令
国
家
と
西
の
護
り
、
鞠
智
城
』（
鞠

智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
五
成
果
報
告
書
）、
熊
本
県
教
育
委
員
会

亀
田
修
一　

二
〇
一
八
「
繕
治
さ
れ
た
大
野
城
・
基
肄
城
・
鞠
智
城
と
そ
の
他
の
古
代

山
城
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
大
宰
府
の
研
究
』、

高
志
書
院

亀
田
修
一　

二
〇
二
二
「
瀬
戸
内
の
古
代
山
城
」
吉
村
武
彦
・
川
尻
秋
生
・
松
木
武
彦

編
『
出
雲
・
吉
備
・
伊
予
』（
シ
リ
ー
ズ 

地
域
の
古
代
日
本
）、
角
川
書
店

神
戸
航
介　

二
〇
二
二
「
摂
関
期
の
財
政
構
造
」
神
戸
『
日
本
古
代
財
務
行
政
の
研
究
』、

吉
川
弘
文
館

木
下　

良　

一
九
九
一
「
古
代
官
道
の
軍
用
的
性
格
―
通
過
地
形
の
考
察
か
ら
―
」『
社

会
科
学
』
第
四
七
号

木
下　

良　

二
〇
一
三
「
古
代
交
通
路
関
係
新
地
名
の
検
出
」
木
下
『
日
本
古
代
道
路

の
復
原
的
研
究
』、
吉
川
弘
文
館

木
村
龍
生　

二
〇
一
六
「
鞠
智
城
の
役
割
に
つ
い
て
」『
季
刊
考
古
学
』
第
一
三
六
号

木
本
秀
樹　

二
〇
〇
二
「「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
残
巻
」
釈
文
」
木
本
『
越
中
古

代
社
会
の
研
究
』、
高
志
書
院

木
本
雅
康　

二
〇
一
四
「
鞠
智
城
西
南
部
の
古
代
官
道
に
つ
い
て
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
― 

論
考
編
１
―
』、
熊
本
県
教
育
委
員
会

清
田
美
季　

二
〇
一
五
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
古
代
山
城
の
展
開
と
官
衙
・
寺
院
」『
鞠

智
城
と
古
代
社
会
』
第
三
号

熊
谷
公
男　

一
九
九
七
「
古
代
城
柵
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
史
談
話
会
雑
誌
』

第
三
八
号

熊
本
県
教
育
委
員
会　

一
九
九
二
『
う
て
な
遺
跡
―
県
代
行
台
堀
切
線
道
路
改
良
工
事

に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
―
』（
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
一
二
一
集
）、
熊
本

県
教
育
委
員
会

熊
本
県
教
育
委
員
会　

二
〇
一
二
『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
鞠
智
城
跡
第
八
～
三
二
次
調
査
報

告
―
』（
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
二
七
六
集
）、
熊
本
県
教
育
委
員
会

小
西
龍
三
郎　

二
〇
一
二
「
建
築
か
ら
み
た
鞠
智
城
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
鞠
智
城
跡
第
八

～
三
二
次
調
査
報
告
―
』（
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
二
七
六
集
）、
熊
本
県
教

育
委
員
会

小
西
龍
三
郎　

二
〇
一
四
「
鞠
智
城
の
建
物
に
つ
い
て
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
２

―
』、
熊
本
県
教
育
委
員
会

佐
々
木
恵
介　

二
〇
一
八
「
大
宰
府
の
管
内
支
配
変
質
に
関
す
る
試
論
―
主
に
財
政
的

側
面
か
ら
―
」
佐
々
木
『
日
本
古
代
の
官
司
と
政
務
』、
吉
川
弘
文
館

笹
山
晴
生　

二
〇
一
〇
「
鞠
智
城
と
古
代
の
西
海
道
」
笹
山
監
修
『
古
代
山
城
鞠
智
城

を
考
え
る
』（
二
〇
〇
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
）、
山
川
出
版
社

佐
藤　

信　

一
九
九
七
「
民
部
省
廩
院
に
つ
い
て
」
佐
藤
『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』、
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吉
川
弘
文
館

佐
藤　

信　

二
〇
一
〇
「
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城
」
笹
山
晴
生
監
修
『
古
代
山
城
鞠

智
城
を
考
え
る
』（
二
〇
〇
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
）、
山
川
出
版
社

佐
藤　

信　

二
〇
一
四
「
鞠
智
城
の
歴
史
的
位
置
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
１
―
』、

熊
本
県
教
育
委
員
会

里
舘
翔
大　

二
〇
一
九
「
平
安
時
代
の
鞠
智
城
周
辺
の
国
際
情
勢
」『
鞠
智
城
と
古
代
社

会
』
第
七
号
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

澤
田
吾
一　

一
九
二
七
『
奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』、
冨
山
房

杉
原
敏
之　

二
〇
一
八
「
大
宰
府
管
内
に
お
け
る
官
衙
の
成
立
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五

〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
大
宰
府
の
研
究
』、
高
志
書
院

鈴
木
拓
也　

一
九
九
八
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」
鈴
木
『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』、

吉
川
弘
文
館

鈴
木
拓
也　

二
〇
〇
七
「
律
令
国
家
転
換
期
に
お
け
る
王
権
と
隼
人
政
策
」『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
三
四
集
（［
共
同
研
究
］
律
令
国
家
転
換
期
の
王

権
と
都
市
〔
論
考
編
〕）

鈴
木
拓
也　

二
〇
一
〇
「
軍
制
史
か
ら
み
た
古
代
山
城
」『
古
代
文
化
』
第
六
一
巻
四
号

鈴
木
拓
也　

二
〇
一
一
「
文
献
史
料
か
ら
み
た
古
代
山
城
」『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』

第
二
六
号

鈴
木
拓
也　

二
〇
一
五
「
律
令
国
家
と
夷
狄
」
大
津
透
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』

第
五
巻
（
古
代
５
）、
岩
波
書
店

鈴
木
拓
也　

二
〇
一
八
「
文
献
史
料
か
ら
み
た
古
代
山
城
の
倉
庫
」『
溝
漊
』
第
一
六
号

総
務
省
統
計
研
究
所　

二
〇
一
六
『
初
め
て
学
ぶ
統
計
』、
日
本
統
計
協
会

薗
田
香
融　

一
九
八
一
「
出
挙
―
天
平
か
ら
延
喜
ま
で
―
」
薗
田
『
日
本
古
代
財
政
史

の
研
究
』、
塙
書
房

富
山　

博　

二
〇
〇
四
『
日
本
古
代
正
倉
建
築
の
研
究
』、
法
政
大
学
出
版
局

中
野
栄
夫　

一
九
七
九
「
律
令
制
社
会
解
体
期
の
在
地
勢
力
―
大
宰
管
内
公
営
田
制
の

再
検
討
―
」
中
野
『
律
令
制
社
会
解
体
過
程
の
研
究
』、
塙
書
房

永
山
修
一　

二
〇
〇
九
「
隼
人
の
「
消
滅
」」
永
山
『
隼
人
と
古
代
日
本
』、
同
成
社

永
山
修
一　

二
〇
二
二
「
隼
人
と
服
属
儀
礼
」
広
瀬
和
雄
・
山
中
章
・
吉
川
真
司
編
『
講

座
畿
内
の
古
代
学
』
第
四
巻
・
軍
事
と
対
外
交
渉
、
雄
山
閣

長
山
泰
孝　

一
九
七
六
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』、
塙
書
房

西
別
府
元
日　

一
九
七
八
「
公
営
田
政
策
の
背
景
―
弘
仁
末
期
の
大
宰
府
と
西
海
道
―
」

田
村
圓
澄
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
歴
史
編
、
吉
川
弘
文
館

バ
ー
ト
ン
，
ブ
ル
ー
ス　

二
〇
〇
一
『
国
境
の
誕
生
―
大
宰
府
か
ら
見
た
日
本
の
原
型

―
』、
日
本
放
送
出
版
協
会

早
川
庄
八　

二
〇
〇
〇
「
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」
早
川
『
日
本
古
代
の
財
政

制
度
』、
名
著
刊
行
会

原
秀
三
郎　

二
〇
一
八
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
農
民
の
動
向
」
原
『
日
本
古
代
の
木

簡
と
荘
園
』、
塙
書
房

パ
リ
ノ
・
サ
ー
ベ
イ
株
式
会
社　

二
〇
一
二
「
炭
化
米
の
分
析
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
鞠
智

城
跡
第
八
～
三
二
次
調
査
報
告
―
』（
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
二
七
六
集
）、

熊
本
県
教
育
委
員
会

藤
井
貴
之　

二
〇
一
四
「
律
令
財
政
構
造
か
ら
み
た
陶
山
の
薪
争
い
」『
大
阪
府
立
狭
山

池
博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
号

藤
井
貴
之　

二
〇
一
六
「
位
禄
定
の
成
立
か
ら
み
る
官
人
給
与
の
変
質
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

第
二
五
九
号

藤
井
貴
之　

二
〇
一
八
「
勤
操
と
狭
山
池
―
狭
山
池
所
に
関
す
る
試
論
―
」（『
大
阪
府

立
狭
山
池
博
物
館
研
究
報
告
』
第
九
号

藤
井
貴
之　

二
〇
二
〇
「
平
安
中
期
の
時
服
の
形
態
―
政
務
と
財
源
を
中
心
に
―
」
西

本
昌
弘
編
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
神
祇
・
仏
教
』、
塙
書
房

藤
井
貴
之　

二
〇
二
二
「
平
安
前
期
に
お
け
る
地
方
財
政
の
環
境
と
政
策
」『
続
日
本
紀

研
究
』
第
四
二
八
号

宝
月
圭
吾　

一
九
六
一
『
中
世
量
制
史
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館

堀
内
和
宏　

二
〇
一
八
「
鞠
智
城
と
古
代
西
海
道
の
官
衙
・
交
通
路
」『
鞠
智
城
と
古
代
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社
会
』
第
六
号
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

宮
川
麻
紀　

二
〇
一
三
「
鞠
智
城
築
城
の
背
景
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
第
一
号
、
熊

本
県
教
育
委
員
会

宮
川
麻
紀　

二
〇
二
〇
「
九
～
十
世
紀
の
交
易
価
格
と
地
方
社
会
」
宮
川
『
日
本
古
代

の
交
易
と
社
会
』、
吉
川
弘
文
館

宮
原
武
夫　

一
九
七
三
「
公
営
田
と
班
田
制
」
宮
原
『
日
本
古
代
の
国
家
と
農
民
』、

法
政
大
学
出
版
会

宮
本　

救　

一
九
九
八
『
律
令
田
制
と
班
田
図
』、
吉
川
弘
文
館

向
井
一
雄　

二
〇
一
四
「
鞠
智
城
の
変
遷
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
２
―
』、
熊
本
県

教
育
委
員
会

向
井
一
雄　

二
〇
一
七
『
よ
み
が
え
る
古
代
山
城
―
国
際
戦
争
と
防
衛
ラ
イ
ン
―
』、

吉
川
弘
文
館

村
井
康
彦　

一
九
七
五
「
平
安
中
期
の
官
衙
財
政
」
村
井
『
律
令
国
家
解
体
過
程
の
研

究
』、
岩
波
書
店

望
月
悠
佑　

二
〇
〇
八
「
律
令
国
家
に
お
け
る
駄
馬
」『
続
日
本
紀
研
究
』
第
三
二
七
号

八
木
光
則　

二
〇
二
二
『
古
代
城
柵
と
地
域
支
配
』、
同
成
社

矢
野
裕
介　

二
〇
一
八
「
鞠
智
城
の
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇

周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
大
宰
府
の
研
究
』、
高
志
書
院

山
里
純
一　

一
九
九
一
「
正
倉
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
山
里
『
律
令
地
方
財
政
史
の
研
究
』、

吉
川
弘
文
館

山
下
信
一
郎　

二
〇
一
八
「
平
安
時
代
中
期
の
位
禄
制
の
評
価
を
め
ぐ
る
覚
書
」
小
口

雅
史
編
『
律
令
制
と
日
本
古
代
国
家
』、
同
成
社

山
中
敏
史　

一
九
九
四
『
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
』、
塙
書
房

吉
川
真
司　

二
〇
二
二
「
九
世
紀
の
調
庸
制
―
課
丁
数
の
変
化
と
偏
差
―
」
吉
川
『
律

令
体
制
史
の
研
究
』、
岩
波
書
店

吉
岡
直
人　

二
〇
〇
九
「
大
宰
府
西
海
道
支
配
と
公
営
田
制
」『
続
日
本
紀
研
究
』
第
三

八
〇
号

渡
辺
晃
宏　

一
九
八
九
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」『
史
学
雑
誌
』
第
九
八
編
一
二
号

渡
辺
晃
宏　

一
九
九
三
「
律
令
国
家
の
稲
穀
蓄
積
の
成
立
と
展
開
」
笹
山
晴
生
先
生
還

暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館

※
本
文
に
引
用
し
た
文
献
以
外
も
含
む
。

※
一
つ
の
著
書
か
ら
、
同
一
著
者
の
複
数
の
論
文
を
参
考
に
し
た
場
合
は
、
原
則
と
し

て
書
名
の
み
を
掲
げ
た
。

※
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
記
名
の
論
文
の
場
合
は
執
筆
者
で
項
目
を
立
て
、
そ
れ
以
外

は
編
集
機
関
で
項
目
を
立
て
た
。

※
算
用
数
字
を
用
い
る
書
名
・
論
文
名
は
、
必
要
に
応
じ
て
漢
数
字
に
置
き
換
え
た
。


